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2021 年度自己点検・評価報告書 

 

点検項目 担当 

基準１ 理念・目的 

点検・評価項目① 

大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の目的

を適切に設定しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学として掲げる理念は、どのような内容か。 

・教育研究活動等の諸活動を方向付ける大学としての目的及び学部・研究科における教

育研究上の目的は、どのような内容か。 

・上記の学部・研究科の目的は、大学の理念・目的と連関しているか。 

・上記の大学及び学部・研究科の目的は、高等教育機関としてふさわしいものであり、か

つ個性や特徴が示されているか 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

本学は、その理念・目的を、大学学則の第１章「目的および使命」・第１条において次のように定めてい

る。 

  本学は茨城キリスト教学園に属する認定こども園、中学校、高等学校と連携し、一貫した教育体系の

最高機関として、キリスト教の精神による人格教育に基づき豊かな教養を培うと共に、深く学術を研

究教授し、知的応用能力をもて地域社会はもとより広く国際社会に奉仕する人物を養成することを目

的とする。 

 

また、本学大学院についても、大学院学則の第１章「総則」・第１条において、その理念・目的を次のよ

うに定めている。 

 

  キリスト教を教育の基本方針とする本学建学の理念に基づき、高度の専門の学術について、その研究

方法、理論及びその応用を教授研究して学術・文化の発展に寄与するとともに、地域社会と国際社会

に貢献する能力をもつ人材を育成することを目的とする。 

 

さらに、各学部・研究科の目的については、以下の通り、学則に謳われている。 

 

  文学部は、幅広く豊かな教養を身につけ、教育、保育、国際交流など、多様な分野において地域社会

ならびに国際社会に貢献する人材の養成を目指す。 

１）現代英語学科は、国際交流語としての英語の基本的かつ高度な運用能力を有し、国際化する現代

社会で活躍する人材を養成する。 

２）児童教育学科児童教育専攻は、初等教育に関する専門知識を有し、未来を担う子どもの健やかな

成長支援と学校教育等に携わる有為な人材を養成する。 

３）児童教育学科幼児保育専攻は、初等教育および保育に関する専門知識を有し、就学前の子どもの



2 

 

教育、保育ならびに子育て支援に関わる人材を養成する。 

４）文化交流学科は、国内外の歴史、社会および文化に関する専門知識を有し、実践的な交流を通し

て世界に奉仕する人材を養成する。 

（茨城キリスト教大学学則（第 2 条第 2 項）） 

 

生活科学部は、心と生命を持ち、共同体の中で自然と共生しながら生きる、傷つきやすく精妙な人間

を癒し、その良き生を守る人材の養成を目指す。 

１）心理福祉学科は、心理と福祉、二つの専門領域が相互にその専門性を高めあいながら学生を育み、

地域の社会福祉に貢献する人材を養成する。 

２）食物健康科学科は、人間の基本的な営みである食を科学と文化の視点から教授研究して地域社会

の発展に寄与するとともに、食べ物と健康の関わりを管理、教育する人材を養成する。 

（茨城キリスト教大学学則（第 2 条第 3 項）） 

 

  看護学部看護学科は、生命の尊厳への深い畏敬の念と、人間に対する深い洞察力と温かい感 

受性を有し、地域の保健医療福祉に貢献する人材の養成を目指す。 

（茨城キリスト教大学学則（第 2 条第 4 項）） 

 

  経営学部経営学科は、幅広い教養と倫理観を備え、経営の専門的知識を持った職業人の養成 

を目指す。 

（茨城キリスト教大学学則（第 2 条第 5 項）） 

  文学研究科は、目的を達成するため、以下のような人材の育成をめざして研究と教育の充実を図

る。 

1）英語英米文学専攻は、英語学、英米文学および英語教育学の分野における精深な学識を授け、英

語圏において培われてきた文化や伝統を社会に生かしうる良き市民の育成をめざすとともに、英

語教員等の高度英語専門職業人の育成を図る。 

  （茨城キリスト教大学大学院学則（第 3条第 2項） 

生活科学研究科の各専攻は、目的を達成するため、次のような人材の育成をめざして研究と教育の

充実を図る。 

1）食物健康科学専攻は、食物科学および人間栄養学の分野における精深な学識と実践力を授け、高

い倫理性と高度な専門知識・技術をもって地域社会に貢献する管理栄養士、食品衛生監視員、栄

養教諭、家庭科教員等の高度専門職業人の育成を図る。 

   2）心理学専攻は、心理学の分野における精深な学識と実践力を授け、広く社会の発展に寄与する良

き市民の育成をめざすとともに、高い倫理性と高度な専門知識および技術をもって地域住民の心

の健康の保持増進に貢献する、公認心理師等の高度心理専門職業人の育成を図る。 

   （茨城キリスト教大学大学院学則（第 3条第 3項）  

看護学研究科は、目的を達成するため、次のような人材の育成をめざして研究と教育の充実を図

る。 

1）看護学専攻は、基礎看護科学および実践看護学の分野における精深な学識と実践力を授け、いず

れかの領域で修士論文を作成するコースと、専門看護師を目指すためのコースの２コースにおい

て、高い倫理性と高度な専門知識・技術をもって地域社会に貢献する専門的看護師、看護学研究

やその教育を担う高度専門職業人の育成を図る。 
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   （茨城キリスト教大学大学院学則（第 3条第 4項） 

上記の理念・目的により、本学は我が国の公教育を担う「大学」のひとつとして、教育基本法第 7 条第

1 項に規定される公の理念を包摂しており、高等教育機関にふさわしい特徴が示されている。また、本学

は、「キリスト教の精神による人格教育」をその主たる方途とする私立大学であって、その理念・目的は今

日の社会的要請に対応した個性を充分有している。 

 

【改善の方策】 

 特になし 

 

基準１ 理念・目的 

点検・評価項目② 

大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に明

示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・理念・目的は、学則又はこれに準ずる規則等に定められているか。 

・理念・目的は、どのような方法によって教職員及び学生に周知され、また、社会に対し

て公表されているか。 

・上記の周知・公表において、媒体や表現の工夫等により、情報の得やすさや理解しやす

さに配慮されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

本学はその名称に「キリスト教」を冠し、学園内に礼拝堂（キアラ館）を設け、キリスト教センターを

中心に様々な活動を展開している。そのひとつの事例として、キアラ館ではチャペル礼拝が原則として週

3 回、昼休みの時間帯に行われ、祈りと讃美歌と奨励により、クリスチャンであるなしに関わらず、キリ

スト教に触れることができるようにしている。このことから、キリスト教主義の精神に基づく教育研究活

動を基本理念としている点に関しては、教職員間はもちろん地域においても十分に認知されている。 

加えて、キリスト教主義の精神に基づく本学の理念・目的及び学部・研究科の目的について学則に明示

してきたことは前述の通りであるが、これに準ずる諸規則等についても学則との関係を概ね当該規則第１

条において謳っており、さらに教職員及び学生や社会に対して分かりやすく説明してゆくための各種方針

等を様々な媒体を用いて発信してきた。その媒体は多岐にわたるが、主として全学生に配付する『履修要

覧』および本学 Web サイトの 2 つが挙げられる。 

学則本文については『履修要覧』に、大学院学則については『大学院履修要覧』にそれぞれ掲載すると

ともに、Web サイト上の「情報公開」の項目に掲載し、さらに『履修要覧』全頁を PDF 形式でダウンロ

ードできるようにしている。 

学則本文に示す人材育成その他の教育研究上の目的は、毎年発行する『茨城キリスト教大学入学案内』

および『大学院入学ガイドブック』等の各種広報媒体や本学ホームページにおいて、教職員・学生・社会

に対する丁寧な解説を続けている。 

学則に明示する理念・目的をよりわかりやすく社会に示すことを目指して策定した学位授与方針（ディ

プロマ・ポリシー）および教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）についても、学部・学科・専攻およ
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び研究科・専攻ごとのものも含めて、『履修要覧』に全文を掲載している。あわせてこの 2 つのポリシー

については、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）、地域連携方針、グローバル化方針、キャ

リア支援方針とともに、Web サイト上の「各種方針」と題する頁において、全文を掲載している。 

入学生や在学生に対しては、各種オリエンテーションやガイダンスの際に、上述の『履修要覧』等を踏

まえながら周知徹底を図っている。入学式や学位授与式についてもキリスト教の礼拝形式で執り行い、建

学の精神を体感させるための重要な機会と位置付けている。 

  

【改善の方策】 

2020 年度の認証評価受審以前は、自己点検・評価報告書の作成は 7 年に 1 度であった。この状況を改

善すべく 2021 年度より自己点検・評価報告書を毎年度作成することとした。 

本学の Web サイトは、必要な情報がどこに記載されているのか分かり難いと言う指摘を受けることが

多いことから、2022 年度中の改修を目指して準備をしている。 

 

基準１ 理念・目的 

点検・評価項目③ 

大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していくため、大学として将

来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・中・長期の計画その他の諸施策は、どのような内容か。また、認証評価の結果等は 

これにどのように反映されているか。 

・上記の計画、施策等は、組織、財政等の資源の裏付けを伴うなど、理念・目的の達 

成に向けて、具体的かつ実現可能な内容になっているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

 茨城キリスト教学園では、今年度第 15 期中期経営計画（2021 年度~2025 年度）を策定し、Web サイ

ト上に公表している。第 14 期までの中期経営計画と異なり、学園の理念（スクールモットー：Peace Truth 

LOVE 平和と心理と、愛）と目標（人と社会に進んで奉仕し、福祉と平和に貢献する人間を育成する、

地域と世界に開かれた、つながる学園を目指します。）のもと 5 つの戦略が立てられた。この戦略の基、

大学のマスタープラン等を策定した。大学における各戦略のマスタープランおよび中科目は、下記の通り

である。 

 戦略 I：広報戦略と募集活動による入学者の確保 

  １．学生募集に効果的な広報活動と入試制度の再構築 

  （１）魅力的なホームページや広報誌の作成により発信力を向上し、安定的に志願者を確保するため

のブランド力を構築する。 

  （２）志願者、入学者データの分析に基づき、戦略的な募集活動を行う。 

  戦略 II：特色ある教育・研究活動の推進 

  １．建学の理念に基づいた教育 

  （１）キリスト教精神に基づき、豊かな教養を培う教育を実践する。 

  （２）地域・国際社会に貢献する人材を育成する。 

  （３）総合学園として、中高・こども園との連携教育を促進する。 
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  ２．教育の質保証 

  （１）教育目標を達成するために教学マネジメントを確立する。 

  （２）学生のニーズを体系的に調査し満足度を向上する。 

  ３．学生支援体制の充実 

  （１）多様な学生への相談体制を充実させる。 

  （２）学生のニーズを体系的に調査し満足度を向上する。 

  ４．教職員研修の充実 

  （１）ＦＤおよびＳＤを推進する。 

  ５．多様な研究の推進 

  （１）研究力の向上および領域横断型研究を推進する。 

  （２）外部競争的研究資金の獲得に向けた取り組みを推進する。 

 戦略 III：地域連携とグローバル化の推進： 

  １．地域社会貢献への積極的活動実施 

  （１）地域社会からの要請による講座を開設する。 

  （２）地域で行われるイベントに積極的に参加する。 

  （３）地域との連携によりリカレント教育を推進する。 

  ２．グローバル化の推進 

  （１）海外留学・研修を促進する。 

  （２）海外提携大学との連携を強化する。 

  （３）キャンパス内の国際化を促進するための体制を充実させる。 

 戦略 IV：キャリア教育と就職支援・進学支援 

  １．進路支援に対する組織的な支援体制の強化 

  （１）体系的なキャリア教育を行う。 

  （２）就職活動や支援体制強化のために卒業生との連携を推進する。 

  （３）各種免許や資格取得、採用試験の合格者数増加を図る。 

 戦略 V：バランスのとれた財務基盤の構築 

  １．組織ガバナンスの強化 

  （１）「茨城キリスト教大学ガバナンス・コード」に基づき、適切なガバナンス確保に努める。 

  （２）教育研究の水準向上、および社会的責任を果たしていくため、自己点検・評価を徹底して行う。 

  

上記の中科目の下に 276 項目の具体的かつ実現可能なアクションプランが大学各部局から示され、必

要に応じて年度予算と紐づけている。2020 年度に実施された認証評価でも中・長期の計画およびそれを 

実現するための施策を概ね適切に設定していると評価を受けた。 

【改善の方策】 

第 15 期中期経営計画の 1 年目から多くのアクションプランがたてられたが、コロナ禍という状況もあ

り、計画通りに実現できなかったアクションプランも少なからずあった。第 15 期中期経営計画 2 年目に

なる 2022 年度は、2021 年度の評価に基づき、アクションプランの内容および数も精査しながら遂行す

る。 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目① 

大学執行部 
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内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・内部質保証のための全学的な方針及び手続は、どのような内容か。 

・上記の方針及び手続は、どのように学内で共有されているか。 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

本学は、適切な内部質保証体制が構築されていない。2021 年 8 月より、他大学を視察しながら検討を

始めたが、まだ体制構築に至っていない。 

 

【改善の方策】 

2020 年度の認証評価受審以前は、自己点検・評価報告書の作成は 7 年に 1 度であった。この状況を改

善すべく 2021 年度より自己点検・評価報告書を毎年度作成することとした。 

2020 年度に大学基準協会による認証評価を受審し、本件について指摘を受けたので、2022 年度中に本

学独自の内部質保証体制を構築することが必要である。 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目② 

内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学全体の内部質保証体制は、どのような構造になっているか。 

・全学内部質保証推進組織をはじめとして、内部質保証に大きな役割を果たす(諸)組織の

権限と役割、また学部・研究科等の組織との役割分担や連携のあり方は、規程等におい

てどのように定められているか。 

・全学内部質保証推進組織は、どのようなメンバーで構成されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

本学における内部質保証体制では、「自己点検・評価運営委員会」が認証評価基準による大学全体の検

証、「教育課程評議会」は教育プログラムの有効性、「授業改善委員会」では授業内容および方法について

の有効性について検証するという 3 階層における内部質保証を管理し、「内部質保証推進会議」が内部質

保証を統括するという体制にすることまでを検討したが、まだ素案の段階である。 

 

【改善の方策】 

2022 年度中に内部質保証体制を構築するにあたり、内部質保証方針および手続きについて関連諸規程

の整備と根拠を明文化する必要がある。具体的には 3 階層における内部質保証遂行のための「自己点検・

評価運営委員会」、「教育課程評議会」、「授業改善委員会」の規程の改定、「内部質保証推進会議」に関する

規程の整備が急務である。 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目③ 

大学執行部 
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方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・内部質保証システムを機能させ、大学の理念・目的の実現に向けた教育活動が行われ

るよう、３つの方針（学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方

針）を策定するための全学的な基本方針が定められているか。またその方針は、どのよ

うな内容か。 

・各学部・研究科における３つの方針※は、上記の全学的な基本方針と整合しているか。 

※ ３つの方針の内容等は、基準４及び基準５のそれぞれ該当する「点検・評価項目」に

おいて評価する。ここでは、全学的な基本方針との整合性について評価する。 

・全学的な内部質保証の取り組みは、方針と手続に従って行われているか。 

・全学内部質保証推進組織は、各学部・研究科による３つの方針に基づく教育活動、

その検証及び改善・向上の一連のプロセスを、どのように運営・支援しているか。 

・学部、研究科その他の組織における自己点検・評価はどのように行われているか。 

・学部、研究科その他の組織における自己点検・評価の客観性、妥当性を高めるため

に、全学的にどのような工夫がされているか。 

・内部質保証の取り組みは教育の充実、学習成果の向上等の取り組みにどのように寄

与しているか。 

・行政機関、認証評価機関等から指摘事項があった場合、それに対応する体制や仕組

みは、どのように構築されているか。また、全学内部質保証推進組織はどのように

関与しているか。 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

前述した通り、本学における内部質保証体制はまだ確立していないが、全学教養課程および、各学部各

学科および各研究科各専攻毎の 3 つの方針は策定され、適切に運用されている。 

 

【改善の方策】 

2022 年度中に内部質保証方針と手続きを確立し、大学の理念・目的の実現にむけてアドミッション・

ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー（3P）に基づく教育活動として、改善・向上

にむけての点検・評価のためのアセスメント・ポリシーおよびアセスメント・プランの策定が必要である。 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目④ 

教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表し、 

社会に対する説明責任を果たしているか。 

＜評価者の観点＞ 

・社会に対して説明責任を果たすために、どのような情報が公表されているか。 

・上記の情報は、どのような方法によって公表されているか。 

・上記の情報の公表において、媒体や表現の工夫等により、情報の得やすさや理解しや

すさに配慮されているか。 

庶務課 
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＜庶務課＞ 

【現状説明】 

 学校教育法施行規則 172 条の 2 に基づく教育や修学に関する情報を、私立学校法第 63 条の 2 に基づく

寄附行為、役員等名簿、役員報酬等基準および財務情報を、さらに校舎等の耐震化率を本学ホームページ

において適切に公開している。 

 

【改善の方策】 

 関係者の意見や他大学の情報公開ホームページを参考にして、見やすさや内容の充実を図る予定である。 

 

基準２ 内部質保証 

点検・評価項目⑤ 

内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・内部質保証システムの自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体制、方

法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、内部質保証システムの改善・向上に向けた取り組

みは、どのように行われているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

前述した通り、本学における内部質保証体制はまだ確立していないが、2021 年度には本学に相応しい

内部質保証システムについて学部長会議で何度も検討し、自己点検・自己評価委員会を複数回開催し、2021

年度の自己点検・自己評価報告書をまとめた。 

 

【改善の方策】 

本学の内部質保証体制の自己点検・評価にむけての基準および方法について明確化し、本学の内部質保

証体制の適切性について継続的に検討する。 

 

基準３ 教育研究組織 

点検・評価項目① 

大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織の設

置状況は適切であるか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学の理念・目的を踏まえ、また、学問の動向や社会的要請等に配慮したうえで、教育

研究組織（学部・研究科や附置研究所、センター等）はどのように構成されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

 本学の理念・目的に照らし、4 学部（文学部、生活科学部、看護学部、経営学部）、3 研究科（文学研究

科、生活科学研究科、看護学研究科）を設置し、各学部・研究科に必要な施設・設備を整備していること
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はもちろんのこと、その他に、図書館と種々の目的を有する 6 つのセンター（学術研究センター、情報セ

ンター、地域・国際交流センター、キャリア支援センター、全学教養課程センター、カウンセリング子育

て支援センター）を有しており、組織の設置状況は適切である。 

 

【改善の方策】 

2022 年度中に内部質保証体制を確立し、各組織の自己点検・評価を毎年実施し、その検証結果をもと

に、学問の動向や社会的要請等に配慮した全学的な視点で点検・評価を行う。そして、その評価結果を改

革、改善につなげることを通じ、継続的に教育の質の保証及び向上に努める。また、外部評価委員会を設

置することによって、監査機能を強化し、内部質保証の一端を担う必要がある。 

 

基準３ 教育研究組織 

点検・評価項目② 

教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育研究組織の構成に関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体

制、方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育研究組織の改善・向上に向けた取り組みは、

どのように行われているか（組織の設置・改編、センターにおける新規事業の導入等）。 

各学部 

各学科 

全学教養課程 

各研究科 

生研 2 専攻 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性に関する定期的な点検・評価は、「学園中期経営計画」における「アクションプラ

ン」において実施している。 

アクションプランの各項目は、各学部・学科・専攻の単位で掲げており、それぞれが毎年度、その進捗

を点検・評価し、次年度のアクションプランの適切性について見直し等を行っている。 

各教員がそれぞれの専門性に基づきアクションプランを確認、検証して毎年の評価、改訂に積極的に取

り組んでいる。 

 

【改善の方策】 

今後の改善・向上に向けた取り組みについては地域社会の現状、要請に鑑み検討し、毎月行われている

関係の会議等において、その都度確認し合うのが適切な方法・処置ではないかと考えている。 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

学則にあるように「国際交流語としての英語の基本的かつ高度な運用能力を有し、国際化する現代社会

で活躍する人材を養成する」ことを学科の主要な意義とし、大学全体が掲げるグローバル化推進を先導す

る役割を担っているが、組織の「適切性」を点検する基準は具体的に決まっておらず、またその機会も明

確化されていない。 

 

【改善の方策】 
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現代英語学科という組織の適切性を評価する基準を早急に設ける必要がある。またその上で改善・向上

の取り組みのプロセスを決定する必要がある。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

各教育研究組織の適切性に関する定期的な点検・評価は、「学園中期経営計画」における「アクションプ

ラン」において実施している。 

児童教育学科では「学園中期経営計画」5 年の計画「マスタープラン」（学士課程教育改革）に基づき 1

年ごとに、業務計画 （小科目）を達成するための下記 4 項目の「アクションプラン」を定めている。 

1)学科基幹科目である「基礎演習」の充実。学生の基礎学力を育成すると共に、キャリア形成や実践力

の涵養を目的とした学生参加型授業を実施 

2)学科基幹科目である「労作体験」の充実。自然と人間との関わりや地域の人々の生活を考えると共に、

生活上必要な習慣や技能を修得するための体験型学習を実施 

3)授業に関わる学生ボランティア支援の充実。学校教育ボランティアやアンネローゼ子育て支援におけ

る保育ボランティア等、学生の主体的、能動的な学習活動を支援 

4)学外実習における実習指導の充実。初等教育実習（小学校）、初等教育実習（幼稚園）、特別支援教育

実習、保育実習等の事前事後指導における研究授業、指導実習等を支援 

毎年、評価下記の評価を行い、次年度への継続、項目の改訂を行っている。 Ａ：90％以上達成 Ｂ：

75％程度達成 Ｃ：50％達成 Ｄ：25％程度達成 Ｅ10％以下の達成 

児童教育学科の教員がそれぞれの専門性に基づきアクションプランを確認することで毎年の評価、改訂

に積極的に取り組んでいる。 

 

【改善の方策】 

 児童教育学科は教員養成を主たる目的としている。また地域と交流としてのボランティア活動にも積極

的に取り組んでいる。2022 年度以降も同様の課題に取り組んでいくが、課題の施策、方法においては地

域社会の現状、要請に鑑み改善しなければならない。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

文化交流学科は、大学の「学園中期経営計画」におけるアクションプラン策定に合わせ、2021 年度～

25 年度まで 5 ヵ年に向けてアクションプランを練り直している。その中で特筆すべきは、「地域・国際交

流センターや他学科・他部局と協力しながら、地域における外国人教育支援の体制を整え、積極的に教育

活動を展開する」という項目である。これは 2020 年からのコロナ禍への対応もあるが、学科の持つ二つ

の方向（国際と地域）のバランスを考えての事であり、かつ 2021 年度のカリキュラム変更の目玉ともな

っている。今後の学科の方向性を考える上で極めて重要な問題である。学科全体でこのアクションプラン

を認識すると同時に、それに則った様々な施策の検討を行っている。 

 

【改善の方策】 

本学科の特色は多様性であり、現在では、国際と地域の二つの文化と交流を大きな目標としている。よ

ってアクションプランもかなり多岐多様なものとなっており、学科全体での認識にも濃淡がある。今後は、

こうした問題をどう改善するかだが、毎月行われている学科会議等において、その都度確認し合うのが本
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学科の場合、適切な方法・処置ではないかと考えられる。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

教育課程の適切な履行および見直し等に関しては、第 15 期中期経営計画に係わるアクションプランの

項目に含め、課題解決にむけた取り組みと評価を実施している。点検・評価については年に 2 回行われて

いる。 

 

【改善の方策】 

アクションプランの進捗状況を点検・評価した際に見いだされる日常的な課題について学科会議および

主任会議で検討していく。アクションプランに含む事項の見直しや評価方法について検討することも必要

である。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

教育課程の適切な履行やアドヴァイザー制度の見直し等に関して、アクションプランの項目に含め、課

題解決のための取り組みと評価を行っている。評価については年に 2 回行われている。 

 

【改善の方策】 

アクションプランに含む事項の見直しや検討・評価方法について検討することにより、より効果的に上

記に取り組むことが可能であると考えられる。 

 

＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

第 15 期中期経営計画に係るアクションプランにおいて「学科の 3 ポリシーの見直しや教育研究内容お

よび卒業生の就職実態について精査し、学科のビジョンを明確にし、検証する」を掲げ、その点検・評価

について年 2 回（中間・最終）実施されている。 

 

【改善の方策】 

アクションプランの進捗状況を点検・評価した際に見いだされる日常的な課題について学科会議および

主任会議で検討し、学部教授会等で発議集約・検討することにより、管理栄養士養成課程の教育研究組織

の在り方を検討できるのではないかと考える。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

 教育研究組織の適切性について、毎年度アクションプランを掲げており、その進捗を中間及び年度末に、

点検・評価を行っており、その結果をもとに、次年度のアクションプランの適切性について見直し等を行

っている。学科会議は毎月開催しており、学科における教育研究活動については、複数の目で点検・評価

することにより、その適切性を確認している。 

 

【改善の方策】 
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 引き続き、学科会議での自己点検・評価を行っていく。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性について、毎年度アクションプランを掲げており、その進捗を中間及び年度末に、

点検・評価を行っており、その結果をもとに、次年度のアクションプランの適切性について見直し等を行

っている。学科会議は毎月開催しており、学科における教育研究活動については、複数の目で点検・評価

することにより、その適切性を確認している。 

 

【改善の方策】 

引き続き、学科会議での自己点検・評価を行っていく。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性については、中期経営計画に基づいたアクションプランに従って、中間及び年度

末に点検・評価を行っており、その結果をもとに、次年度のアクションプランの改善・向上に取り組んで

いる。点検・評価は毎月の学科会議上で行われ、年間を通じてチェックされている。 

 

【改善の方策】 

現時点では特に改善を必要とする項目がないと判断されることから、当面は現状の体制を維持し、改善

が必要かどうか見極めていく。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性については、中期経営計画に基づいたアクションプランに従って、中間及び年度

末に点検・評価を行っており、その結果をもとに、次年度のアクションプランの改善・向上に取り組んで

いる。点検・評価は毎月の学科会議上で行われ、年間を通じてチェックされている。 

 

【改善の方策】 

現時点では特に改善を必要とする項目がないと判断されることから、当面は現状の体制を維持し、改善

が必要かどうか見極めていく。 

 

＜全学教養課程＞ 

【現状説明】 

全学教養課程では、毎月の「全学教養課程会議」の月例会議において適宜 、その時々の課題を発議し、

集約・検討する過程において検証するとともに、必要に応じて、臨時の会議や各領域（例：第二外国語領

域・体育領域など）での個別の会議、さらには他部署との協議会を開くなどして、上述の課題の発議と検

証の作業を行っている。これらの会議を通して、複数の教職員の目で、適切性を検討し、その結果として、

改善が期待される事項が発議された場合は、現状に対する詳細な検討および議論を経たうえで、その改善

に向けた取り組みを行っている。 
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【改善の方策】 

今後も上記の点検作業が必要であり、具体的には、月例会議に加えて、臨時会議や領域ごとの個別会議

を通した、定期的かつ丁寧な点検・評価作業を継続していく必要があるだろう。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性に関する定期的な点検・評価は、「学園中期経営計画」における「アクションプラ

ン」において実施している。 

2018・2019 年に文学研究科の構成が大きく変わり、教育学専攻が廃止され、英語英米文学専攻のカリ

キュラムの改定も実施された。自己点検は、自己点検・評価運営委員会を通じて行われ、5 カ年計画の精

査も行っている。5 カ年計画には研究教育成果改善策が盛り込まれる。 

 

【改善の方策】 

文学研究科では、2022 年度から教員と学生を対象としたアンケートを実施し、学習成果や学習方法の

評価を行い、共通認識を高める。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性に関する定期的な点検・評価は、「学園中期経営計画」における「アクションプラ

ン」において実施している。 

・食物健康科学専攻 

アクションプランに項目立てをし、今後の専攻の在り方について議論を行っている。その内容につい

ては専攻会内において具体化に向けた検討を継続実施している。 

・心理学専攻 

「学園中期経営計画」におけるアクションプランにおいて、大科目・中科目・小科目に分けて心理学

専攻の課題を挙げている。進捗状況は達成の度合いを 3 段階に分けて、自己点検と評価を行っている。

心理学専攻は 2020 年度に教育学専攻から再編されて開設したが、2021 年度末をもって専攻の完成年

度を迎えた。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

大学院修了後の学生出口戦略について FD 研修を活用し、検討した。今後医療、介護、教育にかかわ

る制度改定等の情報収集を実施し、対応可能な教育のあり方について継続検討予定である。 

・心理学専攻 

心理学専攻の完成年度に合わせて 3 月に大学院 FD を行い、専攻のカリキュラム、実習指導、修論指

導に関する 2 年間の実施状況と課題を挙げて共有した。今後は月例の専攻会議で適宜、議案として検討

し改善策を講じていく予定である。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

教育研究組織の適切性に関する定期的な点検・評価は、「学園中期経営計画」における「アクションプラ
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ン」において実施している。 

 また、「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」を基準とし、4 月の第 1 回看

護学研究科会議に報告する。前期終了時に研究科長と運営委員で課題を確認し、後期には教員と面接、2

月に教員資格審査会、第 12 回看護学研究科会議にて次年度の構成について審議すると共に、課題を共有

した。課題は 2 点（①担当者不在になる分野②教員の数が基準に満たない）である。 

 

【改善の方策】 

①については 2022 年度に廃止と、分野横断型の新領域の編成を検討する予定である。②については、

学部に働きかけ、構成員以外の教員の研究活動の奨励と博士課程進学への促進を依頼している。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目① 

授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学位授与方針は、原則として、授与する学位ごとに設定されているか。 

・上記の方針は、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果が明確に示され、授与する学

位にふさわしい内容となっているか。 

・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。 

・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、情報の得やすさや理解しや

すさに配慮されているか。 

各学部 

各学科 

各研究科 

生研 2 専攻 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、学生に配付する『履修要覧』にも掲載するととも

に Web サイト上でも閲覧可能にしている。 

カリキュラム、授業内容の改訂を検討する場合において学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）との整

合性が保たれることに留意している。学びに即した具体的な方針が定められており、また大学全体の教育

理念との整合性も明らかになるように記述されている。 

 

【改善の方策】 

現時点では具体的な改善を必要としないが、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が学生に浸透する

ように、さらに働きかけを行っていく。 

今後の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、必要であれば修正することも考えている。 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は学科独自のものを定めている（2022 年度入試ガイド p.12 等

に記されている）。学科の学びに即した具体的な方針が定められており、また大学全体の教育理念との整

合性も明らかになるように記述されている。 

 

【改善の方策】 
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現時点では具体的な改善を必要としないが、今後、学科の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、

必要であれば修正する必要は生じることと思われる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、大学全体、また学科ごとの内容を本学 Web サイ

ト上で公表している。また『履修要覧』に掲載することで学生の認識を向上させている。 

 児童教育学科ではカリキュラム、授業内容の改善を検討する場合において学位授与方針（ディプロマ・

ポリシー）との整合性が保たれることに留意している。 

 

【改善の方策】 

大学全体の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、「建学理念」、「学力の 3 要素」に対応した児童教育

学科の特色がある「建学理念」「学力の 3 要素」を策定することを機会があるごとに検討している。 

また、児童教育学科の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」は、学科の基礎演習、入学前教育プロ

グラムで取り上げることで学生の理解を促している。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

文化交流学科としては、機会があるごとに、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、教員

や学生が意識するように、学科内で参照することを促すなど働きかけを行っている。 

 

【改善の方策】 

 この方向で、学科内に意識が浸透するように、さらに働きかけを行っていく。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は、『履修要覧』およびホームページを通じて公表されている。

その方針は、建学理念と学力の 3 要素から構成され、食物健康科学科では健康と食物、心理福祉学科にお

いては心理と福祉に関する学修が含まれている。 

 

【改善の方策】 

ディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラム・ポリシーが策定され、これが食物と健康、心理と福祉

に関わる専門的諸能力について具現化した内容であるか、アクションプランの点検・評価時に確認する。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

大学ホームページ等において、ディプロマ・ポリシーとして、学位授与方針が公表されている。ディプ

ロマ・ポリシーは、建学理念と学力の 3 要素から構成され、その双方に心理と福祉に関する学修が含まれ

ている。 

 

【改善の方策】 
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現状について、改善を要する点はないものと思われる。 

 

＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は、『履修要覧』およびホームページを通じて公表されており、

情報の得やすさも十分に配慮がなされている。その方針は、建学理念と学力の 3 要素から体系づけられ、

管理栄養士養成課程における専門的諸能力に関する学修が含まれている。 

 

【改善の方策】 

ディプロマ・ポリシーに従い、カリキュラム・ポリシーが策定されており、これが食物と健康に関わる

専門的諸能力について具現化した内容であるか、毎年度のアクションプランの点検・評価を通じて確認す

る。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

学位授与方針については、これを定めて『履修要覧』および本学 Web サイト上で公表している。学生

に配付する『履修要覧』にも掲載するとともに、Web サイト上でも閲覧可能にしている。本学の学位授与

方針に基づき、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明確に示し、学位を授与するにふさわしい内

容となっている。 

 

【改善の方策】 

2022 年度は新カリキュラムにとなる。新設科目「看護学へのアプローチ」にて、学位授与方針にも触

れ、学生の理解を促すとともに、本学での学修の動機づけとする。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針については、これを定めて本学 Web サイト上で公表している。学生に配付する『履修要

覧』にも掲載するとともに、Web サイト上でも閲覧可能にしている。本学の学位授与方針に基づき、修得

すべき知識、技能、態度等の学習成果を明確に示し、学位を授与するにふさわしい内容となっている。 

 

【改善の方策】 

2022 年度は新カリキュラムにとなる。新設科目「看護学へのアプローチ」にて、学位授与方針にも触

れ、学生の理解を促すとともに、本学での学修の動機づけとする。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要覧』

に明示し、公表している。本学の学位授与方針に基づき、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明

確に示し、学位を授与するにふさわしい内容となっている。 

 

【改善の方策】 
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経営学科 2023 年度カリキュラム改定では、定員 10 名増員に伴う専門分野（コース）の変更が行われ

るため、それに合わせて学位授与方針も改定する予定となっている。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要覧』

に明示し、公表している。本学の学位授与方針に基づき、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明

確に示し、学位を授与するにふさわしい内容となっている。 

 

【改善の方策】 

経営学科 2023 年度カリキュラム改定では、定員 10 名増員に伴う専門分野（コース）の変更が行われ

るため、それに合わせて学位授与方針も改定する予定となっている。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要覧』

に明示し、公表している。本学の学位授与方針に基づき、修得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明

確に示し、学位を授与するにふさわしい内容となっている。 

 

【改善の方策】 

研究科のカリキュラムの中に 3 分野があり、それぞれの分野で修得すべき知識、技能、態度等の学習成

果をさらに明確に示すべく、大学の Web サイトに掲載することが望ましい。 

  

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

ディプロマ・ポリシーに食物健康科学専攻の学位授与方針を明記している。また、その内容は大学院

Web サイト、『履修要覧』等に掲載され周知されている。履修ガイダンスでも説明を行っている。 

・心理学専攻 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）では、全学共通の 5 つの能力「実践的ボランタリズム」「公

正性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「（学修に主体的に取り組む）態度」を掲げている。心

理学専攻ではこれらの能力を意識しつつ、2 年間の心理学の学修を通して基礎的な知識・技能の修得の

うえに対人支援領域さらに社会や国民の生活に寄与する心理専門職の育成を目指している。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

これまでに何度か内容の見直しがなされているが、検討の余地があり今後内容の精査を行っていく。 

・心理学専攻 

  対人支援領域は「医療」「教育」「福祉」「司法」「産業」と多岐に亘っており、それぞれに実習先が用

意されている。教育課程における学修成果が支援現場でどのように生かされているか、実習先から適宜

フィードバックを受けられるよう連携体制を整えてゆきたい。 
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＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）については、本学 Web サイト「情報公開」の頁、『大学院ガイ

ドブック』及び学生に配付する『履修要覧』に明示し、公表している。本学の学位授与方針に基づき、修

得すべき知識、技能、態度等の学習成果を明確に示し、学位を授与するにふさわしい内容となっている。 

 

【改善の方策】 

 なし 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目② 

授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育課程の編成・実施方針は、原則として、授与する学位ごとに設定されているか。 

・上記の方針は、教育課程の体系、教育内容、教育課程を構成する授業科目区分、授業形

態など、教育についての基本的な考え方が明確に示されているか。 

・上記の方針は、学位授与方針に整合しているか。 

・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。 

・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、情報の得やすさや理解しや

すさに配慮されているか。 

各学部 

各学科 

各研究科 

生研 2 専攻 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

教育課程の編成・実施方針は、本学では「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」の名称をもって定

め学生に配付する『履修要覧』にも掲載するとともに、同様の『履修要覧』を Web サイト上でも閲覧可

能にしている。 

教育課程の方針は、学位授与方針をより具体的にしたものとなっており、学習の分野や年次に応じた具

体的な学びの理念が定められている。 

 

【改善の方策】 

学生にさらに意識が浸透するように働きかけを行っていく。現時点では具体的な改善を必要としないが、

今後の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、必要であれば修正することも考えている。 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

現代英語学科独自の教育課程の方針（カリキュラム・ポリシー）が定められ、『2022 年度版入試ガイド』

(p.7)や大学 HP にて公表されている。教育課程の方針は、学位授与方針をより具体的にしたものとなって

おり、学習の分野や年次に応じた具体的な学びの理念が定められている。 

 

【改善の方策】 
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現時点では具体的な改善を必要としないが、今後、学科の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、

必要であれば修正する必要は生じることと思われる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

教育課程の編成・実施方針は「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」に定められており、本学 Web

サイト上で公表している。また『履修要覧』に掲載することで在学生の認識を向上させている。 

「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」は全学教養課程と伴に、学科、専攻ごとに「方法と理念」

「分野」「年次」「評価」「その他」の内容を明示している。 

 児童教育学科の「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」は学科の基礎演習、入学前プログラムで取

り上げることで学生の理解を促している。 

 

【改善の方策】 

 児童教育学科の特色がある「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」を策定することを、機会がある

ごとに検討している。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

 文化交流学科では、ディプロマ・ポリシーと同様に、機会があるごとに、「教育課程方針（カリキュラ

ム・ポリシー）」を教員や学生が意識するように、学科内で参照するなど働きかけを行っている。 

 

【改善の方策】 

 この方向で、学科内に意識が浸透するように、さらに働きかけを行っていく。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーは、授業方法や教育理念、教育課程の分野区分、年次別学修内容、評価等で構

成されている。これら方針は『履修要覧』およびホームページを通じて公表されている。 

 

【改善の方策】 

カリキュラムツリーおよびカリキュラムマップを作成し、履修ガイダンス等で活用することで、学生に

明確な履修モデルを示すことができると考えられる。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

大学ホームページ等において、カリキュラム・ポリシーが公表されている。カリキュラム・ポリシーは、

授業方法や教育理念、学修のプロセス、年次別学修内容が示されている。 

 

【改善の方策】 

カリキュラムツリー等を用いて図式化することにより、理解のしやすさが向上すると考えられる。 
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＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーに従い、設定されている。カリキュラム・ポリシー

は、授業方法や教育理念、教育課程の分野区分、年次別学修内容、評価等で構成されている。これら方針

は『履修要覧』およびホームページを通じて公表されている。 

 

【改善の方策】 

カリキュラムツリーおよびカリキュラムマップを作成し、履修ガイダンス等で活用することで、学生に

明確な履修モデルを示すことができると考えられる。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

教育課程の編成・実施方針は、本学では「教育課程方針」の名称をもって定め、本学 Web サイト上で

公表している。学生に配付する『履修要覧』にも掲載するとともに、Web サイト上でも閲覧可能にしてい

る。2022 年度新カリキュラム導入にあたり、教育課程方針を見直し、学位授与方針および指定規則との

整合を図った。教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年次」「評価」の項目ごとに方針を明示した。

「方法と理念」では 4 年間の学修を通して、看護に携わる人財として身につけてほしい６つの力を明示す

るなど、理解しやすさに配慮した。 

 

【改善の方策】 

2022 年度は新カリキュラムにとなる。新設科目「看護学へのアプローチ」にて、教育課程方針にも触

れ、学生の理解を促すとともに、本学での学修の動機づけとする。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

教育課程の編成・実施方針は、本学では「教育課程方針」の名称をもって定め、本学 Web サイト上で

公表している。学生に配付する『履修要覧』にも掲載するとともに、Web サイト上でも閲覧可能にしてい

る。2022 年度新カリキュラム導入にあたり、教育課程方針を見直し、学位授与方針および指定規則との

整合を図った。教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年次」「評価」の項目ごとに方針を明示した。

「方法と理念」では 4 年間の学修を通して、看護に携わる人財として身につけてほしい６つの力を明示す

るなど、理解しやすさに配慮した。 

 

【改善の方策】 

2022 年度は新カリキュラムにとなる。新設科目「看護学へのアプローチ」にて、教育課程方針にも触

れ、学生の理解を促すとともに、本学での学修の動機づけとする。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要

覧』に明示し、公表している。学位授与方針と整合させ、教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年

次」「評価」「その他」の項目ごとに方針を明示している。 
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【改善の方策】 

経営学科 2023 年度カリキュラム改定では、定員 10 名増員に伴う専門分野（コース）の変更が行われ

るため、それに合わせて教育課程方針も改定する予定となっている。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要

覧』に明示し、公表している。学位授与方針と整合させ、教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年

次」「評価」「その他」の項目ごとに方針を明示している。 

 

【改善の方策】 

経営学科 2023 年度カリキュラム改定では、定員 10 名増員に伴う専門分野（コース）の変更が行われ

るため、それに合わせて教育課程方針も改定する予定となっている。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要

覧』に明示し、公表している。学位授与方針と整合させ、教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年

次」「評価」「その他」の項目ごとに方針を明示している。 

 

【改善の方策】 

 カリキュラムの内容と専攻名の整合性から、専攻名の変更を検討が必要であると考える。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

教育課程の編成・実施方針は、原則として、授与する学位ごとに設定されカリキュラム・ポリシーと

して、『履修要覧』、大学院 Web サイトに公表されている。 

・心理学専攻 

  教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）では、全学共通で「方法と理念」「分野」「年次」「評価」「そ

の他」の項目に分類している。心理学専攻では、学位授与方針に含まれた 5 つの能力形成と整合性を保

つように各項目内容を記載している。また公認心理師養成に対応するカリキュラムを整え、指定科目と

必要な実習時間数を修められるようにしている。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

教育課程の順位制などこれまでの編成見直しにより齟齬が生じていることから、今後検討が必要であ

る。 

・心理学専攻 

  前述したように心理学専攻は、今年度、完成年度を迎えた。これを機にカリキュラムの見直しを行い、
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授業科目区分の変更を行い、講義科目から実習科目まで学生が理解しやすく学びやすい年次設定とした。

2022 年度の実施経過に伴い適切性を点検してゆきたい。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）については、本学 Web サイト及び学生に配付する『履修要

覧』に明示し、公表している。学位授与方針と整合させ、教育課程方針では、「方法と理念」「分野」「年

次」「評価」「その他」の項目ごとに方針を明示している。 

 

【改善の方策】 

なし。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目③ 

教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教 

育課程を体系的に編成しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・全学的に見て、学部・研究科の教育課程は、どのように編成されているか。 

※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。 

‧ 教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時の学習成果と、各授業科目との

関係の明確性 

‧ 専門分野の学問体系を考慮した教育課程編成 

‧ 適切な科目区分（基礎科目（一般・基礎科目）、職業専門科目、展開科目、総合科目）、

実習等の配置等による、専門的な職業を担うのにふさわしい実践的・応用的な能力、

職業倫理の涵養につながる教育課程の編成【学専】） 

‧ 専門職大学及び専門職学科にあっては、初年次教育、高大接続への配慮など、入学

者の多様性を踏まえた教育課程の編成 

‧ 学習の順次性に配慮した各授業科目の年次・学期配当 

・各学部・研究科における教育課程の編成について、全学内部質保証推進組織等の全

学的な組織はどのように運営・支援し、その適切性を担保しているか。 

各学科 

文研・生研 2 専

攻・看研 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

学科の教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた授業科目を開設している。英語のコミュニ

ケーション技能を中心として、問題解決に積極的かつ主体的に取り組める能力の開発をカリキュラム・ポ

リシーの特徴としているが、英語基礎技能科目の上に、異文化理解などの各専門分野別にアクティブ・ラ

ーニングを取り入れた科目を用意している。 

 

【改善の方策】 

現時点では具体的な改善を必要としないが、今後、学科の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、
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必要であれば修正する必要は生じることと思われる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

児童教育学科の教育課程の編成・実施方針は「教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）」に定められて

おり、小学校教員、特別支援学校教員、幼稚園教員、保育士の養成における社会、地域の要請に対応する

為、毎年、課程修了時の学習成果を検討している。 

教員、保育士養成のための学外実習は文部科学省、厚生労働省の基準日程を遵守し、適正な人数を各実

習先に振り分けている。学習の順次性は教員、保育士養成のための学外実習における実践的な修学目標を

考慮して各授業科目の年次・学期配当を行っている。 

児童教育学科として高校生への学習理解の機会として入学前教育プログラム、高校生の大学授業参加を

行っており、学科の主たる教育目標である小学校教員、特別支援学校教員、幼稚園教員、保育士の養成へ

の理解を促している。 

 

【改善の方策】 

児童教育学科の教育課程の主たる目標は小学校教員、特別支援学校教員、幼稚園教員、保育士の養成で

ある。小学校教員、特別支援学校教員、幼稚園教員、保育士として必要とされる学習内容は、地域からの

要請、社会状況の変化、近年の情報技術の発達により改変が求められている。これらに対応するために例

年、ふさわしい授業科目の検討、設備、機器の導入を行う必要がある。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

文化交流学科では、ホームページに掲載されている、履修モデルや履修系統図を学生に参照させること

によって、学生自身で、4 年間の目標や過程を常にチェックし設定し直すことができるように配慮してい

る。ただ、本学科が、他学科とは違い、多様性を主眼としているので、モデルや系統図に縛られ過ぎない

ような配慮もしている。 

 

【改善の方策】 

 前述したように、学生が多様性への志向を失わないようにするためには、単純な履修モデルや系統図で

なく、それを踏まえて、学生自身が自らの履修をデザインできるようにする必要がある。その点について

はまだ学生への指導が足りないとも考えられる。今後の課題である。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーに即した科目群が配置されている。社会福祉士養成課程と公認心理師養成課程

に関しては、年次配置に配慮したうえで、網羅的に開設されている。 

 

【改善の方策】 

社会福祉士関連科目については、法令に沿い、実習内容に変更が生じた。また、公認心理師関連科目に

ついては、2022 年度に課程の完成年度を迎える。2022 年度以降は課程運用の実際に即して、課程のあり

方について吟味・検討を加えることにより、課程の質向上を図ることができると考えられる。 
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＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーに基づき、学科科目に「基幹科目」「専門基礎分野」「専門分野」等を設定し、

「履修系統図（履修モデル）」や科目ナンバリングを整備することで、管理栄養士を養成する専門職の養

成課程として順次性・体系性のあるカリキュラムが編成されている。 

1 年次において基幹科目に「基礎演習」、専門分野に「管理栄養士入門Ⅰ」を設定し、専門課程につなが

る初年次教育が行われている。 

 

【改善の方策】 

2021 年度アクションプランにおいて「入学前教育プログラムおよび現行カリキュラムの検証と次期カ

リキュラムについて継続検討する」を掲げていることから、今後カリキュラム改定された際、カリキュラ

ムツリーおよびカリキュラムマップで確認する必要がある。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

2022 年度新カリキュラムを導入するにあたり、2020 年度・2021 年度にかけて、教育課程を見直した。

その際、看護師・保健師指定規則および学位授与方針に基づき、学科専門科目の教育課程を編成した。ま

た、「履修系統図（履修モデル）」を整備し、教育課程における順次性・体系性を十分に確保した。 

 

【改善の方策】 

2022 年度より新カリキュラムを運用するため、年度ごとにカリキュラム評価を行う。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

授業科目の開設については、教育課程方針との整合性が担保されている。「適切な科目区分」「職業倫理

の涵養につながる教育課程の編成」「学習の順次性に配慮した各授業科目の年次・学期配当」については、

カリキュラム改定時の手続きにおいて、いずれも全学的な視点で検討を行った上で、その適切性を確認し

ている。 

ただ、教育課程の編成について、全学的な視点での検討を行っているが、とくに全学内部質保証推進組

織等の名称を付した全学的な組織は設置・運営されていない。 

 

【改善の方策】 

全学内部質保証推進組織に準じる全学的な組織を設置する予定となっている。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーに基づき、専門知識・技能・研究実施能力をみにつけることのできる講義群を

編成し、演習科目や実技・実習科目では、グループ・ディスカッションやプレゼンテーション等のアクテ

ィブ・ラーニングも設置し、さらに、大学院での学びの実践の一環として、インターンシップ等を奨励し

ている。 
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【改善の方策】 

議論を要する。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

カリキュラム・ポリシーに基づき必須科目、選択科目が配置されているか、順位制について、次年度か

らの新規授業担当教員の担当科目にて確認を行った。 

・心理学専攻 

 完成年度を迎えたため、心理専門職により適切な教育課程となるよう、カリキュラム・ポリシーを見直

し、科目区分と科目配置の変更を行った。学士課程から発展的な心理学の学修に繋げる「基礎科目」、公認

心理師養成に対応する指定科目を含む「応用科目」、多岐にわたる領域を網羅する「実習科目」から履修す

ることで、専門職に求められる資質と能力の育成を目指している。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

担当教員および新規授業担当教員の専門性を加味し、一部の科目について担当教員の変更を行った。ま

た一部順位制について検討が必要になったことから担当教員間でシラバスの見直しを行った。 

・心理学専攻 

科目区分に配置された講義科目と演習科目、実習科目それぞれの履修を通して、心理学の体系的な知識

を現場の実践にどのように活用するかなど、2022 年度の実施経過に伴い点検してゆきたい。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

看護学の専攻分野における研究能力または高度の専門職性を養い、看護にかかわる諸能力をもって社会

に貢献する人材を育成するディプロマ・ポリシーに基づいて、カリキュラム・ポリシーが策定されている。

課程修了時には看護学に関する専門的かつ深遠な知識・技能、看護の場における課題を解決していく優れ

た思考力・判断力・表現力、多様な人と協働し課題解決のための学修に主体的に取り組む態度、キリスト

教精神に基づく諸人生のいとなみに奉仕しようとする実践的ボランタリズム、キリスト教精神と専門的・

職業的倫理に基づく公正性が身につくことが学習成果であると考えている。そのために、本研究科では、

学位取得課程にふさわしい教育課程を編成している。 

 

【改善の方策】 

今後、担当者が不在になる分野が見込まれ、また、国の医療改革（在宅医療化）に対し新たなニーズが

生じてくることが予想されることから、将来的には十分な編成とはいえなくなることが見込まれる。教育

課程の再編成を課題とし、分野横断型の専門領域の検討と教育課程の再編成を検討する。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目④ 

学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

各学科 

文研・生研 2 専

攻・看研 
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＜評価者の観点＞ 

・全学的に見て、学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための措置として、どのよ

うな方法が取られているか。 

※ その根拠として、下記の実際の状況も確認する。 

‧ 教育課程の編成・実施方針と教育方法の整合性 

‧ 当該学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学習成果に応じた授業

形態、授業方法の採用とその実施 

‧ 臨地実務実習、その他必要な授業形態、方法の導入と実施（【学専】） 

‧ １授業当たりの適切な学生数の設定と運用（【学士】【学専】）（40 名以下の設定と運

用【学専】） 

‧ 単位の実質化（単位制度の趣旨に沿った学習時間、学習内容の確保）を図る措置 

‧ シラバスの作成と活用 

‧ 履修指導 

・各学部・研究科における教育方法の導入、教育の実施について、全学内部質保証推

進組織等の全学的な組織は、どのように運営・支援し、その適切性を担保している

か。 

学務部（教務） 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

単位の実質化を目的とする「キャップ制」を実施し、シラバスにおいては教育課程方針とリンクした授

業目的や到達目標、成績評価基準などを明記している。また個々の授業（講義クラス、ゼミクラスなど）

においては適切な履修学生数に配慮したクラス分けを実施し、可能な限りアクティブ・ラーニングを取り

入れることで学生の主体的な学びを促している。 

 

【改善の方策】 

現時点では具体的な改善を必要としないが、今後、学科の教育内容の変化に合わせて定期的に点検し、

必要であれば修正する必要は生じることと思われる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

 児童教育学科では学習成果に応じた授業形態、授業方法として演習科目や実技・実習科目では、グルー

プ・ディスカッションやプレゼンテーション、模擬授業や場面指導等のアクティブ・ラーニングをふんだ

んに取り入れて知識・技能の習熟を図るとともに、課題解決に主体的に向き合う態度や思考力・判断力・

表現力の育成を図っている。 

 児童教育学科では児童教育専攻定員 70 名、幼児保育専攻定員 70 名であり、1 授業の履修者数は、必修

科目については 2 クラス（30〜40 名）また実習を伴う科目については 3 クラス（25 名程度）としている。

必修科目の各学年における演習（ゼミナール）は、さらに 10 名前後になるよう 10 クラス以上を設けてい

る。学生が自由に選択できる科目については、担当者が適切と判断した人数を超えた場合は抽選による制

限を行っている。また教員、保育士養成のための学外実習は文部科学省、厚生労働省の基準日程を遵守し、

適正な人数を各実習先に振り分けている。 

 履修指導については毎年、授業開始以前に履修ガイダンスを実施し説明を行っている。児童教育学科の
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履修ガイダンスでは特に教員免許、保育士の資格取得の説明を丁寧に行っている。加えて希望者のための

特別支援教育などの資格別ガイダンスも別途行っている。新入生については全体ガイダンス、資格別ガイ

ダンス終了後もアドヴァイザー教員による個別の履修指導を行っている。 

  

【改善の方策】 

 児童教育学科の履修指導については毎年の履修ガイダンス、資格別ガイダンスの内容、役割の確認、履

修ガイダンス後の個別指導の方策を毎年検討している。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

 文化交流学科では、1 年次生から 4 年次生までのすべての学生がゼミ（1、2 年＝「基礎演習」、3、4 年

＝「文化論演習」）に所属する体制をとっており、学生に教員の目が届くように配慮している。 

 履修指導を適切に実施することについても万全を期している。在学生については毎年度末に学科等にお

いて履修ガイダンスを実施し、次年度４月における履修について詳細な説明を行った後、各学生の履修計

画について個別に担当教員（チューター）が指導を行っている。新入生については入学式以降直ちに、概

ねその２倍の時間を設定したガイダンスを実施し、全体ガイダンス終了後も各チューターによる個別の履

修計画指導にあたっている。その際、前掲の「履修系統図（履修モデル）」が多くの学生にとって有益な参

考資料となっており、特に必修科目の登録については混乱がほぼ生じていない。選択科目については学生

個人の興味や関心によ 

るため、時間割設定の制約等により学生の希望がそのまま反映されない事態も生じるが、チューター及び

学務部窓口による相談体制は常に開かれ、学生と共に検討してゆく文化も根づいている。 

 文化交流学科としては、学生一人一人に行き届いた教育を行うために、各授業等の人数には特に注意を

払っている。その中でも演習については、人数の平準化とともに、学生の意欲・希望を優先させる仕組み

（希望調査・レポート調査）を取り入れるなど、特段の注意を払っている。 

  

【改善の方策】 

 今後も、この方向で、学生と教員間の距離を縮めながら、学生がより良い環境で学修が進められるよう

に働きかけを行っていく。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

シラバスには、予習・復習に関する方針を示すことにより、単位の実質化を図っている。また、授業に

アクティブ・ラーニングをどのように取り入れるかを明示するなど、各科目において、学生の主体的な学

びを意図した授業設計が図られている。 

社会福祉士および公認心理師に関する実習科目については、法に規定された人数内での授業を展開する

うえで適切なクラス数を配置している。 

「基礎演習」に関しては、大学での学習スキル獲得のための丁寧な教育指導を実現するために、1 学年

あたり 4 クラスをおいて展開している。 

 

【改善の方策】 

現状について、改善を要する点はないものと思われる。 
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＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

管理栄養士養成課程に関する実験・実習科目は栄養士法に定められた概ね 40 名の 2 クラスで授業を実

施している。 

単位の実質化を図るため、キャップ制によって 1 年間の履修登録単位数の上限を設定し、『履修要覧』

に明示している。また授業時間以外の予習・復習のポイントについてシラバスに明記している。 

シラバスには、学生に授業で用いるアクティブ・ラーニングの方法を明示しており、学生の学習の活性

化が図られている。 

履修指導については学科別履修ガイダンスの他、教務委員やアドヴァイザー教員による個別指導が 

行われている。 

 

【改善の方策】 

各科目の到達目標に向けての達成度を学生が把握できる仕組みとして、Web 上で管理できる学修ポー

トフォリオの導入を検討する。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

授業概要（シラバス）には、授業の目的、学位授与方針との関係、学習成果の指標、授業内容及び方法、

授業計画及び授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等を明示し、授業内容との整合性を確保して

いる。また、学生の主体的参加を促す授業形態として、授業で用いるアクティブ・ラーニングの方法をシ

ラバスに明示している。またシミュレーション教育を多く取りいれ、学生の主体的な学修を支援している。 

 

【改善の方策】 

学生の学修の活性化に向けて、学科 FD などを活用しながら、より効果的な教育方法について検討して

いく。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うために、「キャップ制」によって 1 年間の履修登録単位数

の上限を設定し、『履修要覧』に明示している。さらに、必修科目や必修科目のうち各学年における演習

（ゼミナール）については、一定の人数となるようクラスを設けること、選択科目については授業担当者

の判断で履修登録希望者が多い場合には人数制限を実施することなどにより、適切な授業の規模を確保し

ている。 

 

【改善の方策】 

コロナ禍において、教室の物理的収容人数の観点から人数制限を余儀なくされるという新たな課題に対

して、対応策を講じなければならない。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 
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文学研究科の院生は少人数なので、教師は指導内容や方法に柔軟性がある。この柔軟性により、個々の

学生のニーズに寄り添った授業や指導が可能となり、学生の達成度や学習時間をきめ細かくチェックする

ことができる。さらに、各学年が始まる前に、各セメスターに最適な授業を事前に確認することができる。 

 

【改善の方策】 

現在の生徒のニーズ確認は、非公式なものであることから、正式なニーズ確認システムを導入する必要

がある。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

教育課程の編成についてこれまで教員の入れ替えに対応し授業担当としていたが、教員の専門性と乖

離しているケースも散見されている。また、遠隔からの学生受け入れをしていることから、今年度より

実施可能となった、多様なメディアを利用した講義を開始した。 

・心理学専攻 

  心理学専攻では、修士課程の修了要件に学位論文の提出を課している。そのため研究指導科目を必修

科目とし、指導担当教員の指導のもと学生一人一人が「研究指導計画書」を作成することになっている。

この計画書は全研究科共通の様式である。研究が着実に進められるよう中間発表会などを設け、専攻の

全教員が論文の進捗状況を確認し、きめ細かな指導ができるようにしている。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

教員担当科目と専門性の見直しを検討する。今後遠方からの入学希望者に対応すべく、遠隔授業の充

実を推進する。 

・心理学専攻 

  公認心理師資格を目指す学生にとっては、実習時間数 450 時間を満たしかつ修論作成に取り組むこ

とは現実的に厳しい状況と考えられる。2022 年度以降、学生の現状を把握しながら 2 年間の履修スケ

ジュールを点検してゆきたい。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための措置として、以下のような方法をとった。 

・看護学に関わる科目群を設定し、共通選択科目、専門共通科目、専門科目を配置し、研究指導を併走

させることにより、知識・技能の拡大と深化、思考力・判断力・表現力の醸成、学修に主体的に取り

組む態度の育成をはかっている。 

・講義科目においてはわかりやすい資料に基づく解説等により基本的な知識・技能を身につけさせてき

た。演習科目ではプレゼンテーションとディスカッションを用いた授業が多い。いずれも自学が必要

であるため、シラバスあるいは口頭で予習復習を指示し、学びの深化をはかるよう努め、単位の実質

化をはかってきた。 

・一部のコース（CNS）の専門科目に臨地実習を設定し、講義や演習で身につけた知識・技能を用いて

現場に身を置き、適切な思考力・判断力・表現力の伸長をはかってきた。 
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・年度の開始時にガイダンスを行い、履修指導を行った。その他、CNS コースの実習において課題が

生じた学生 1 名に対し、学修歴を確認し、不足している力を補う講義科目を追加履修するよう指導

し、知識・技能の拡大と深化をはかり、次年度の実習へのレディネスを高めた。専門共通科目の選択

について課題が生じた例である。 

・研究指導については学生により波があったことは否めないが、教員は研究指導計画に基づき指導する

よう努め、修士論文を作成することができた。 

・2021 年度より、研究科には多様なメディアを利用した授業を導入した。研究科には全学内部質保証

推進組織等の全学的な組織がなかったため、研究科長会議で学修の経過と課題を報告し、今後のあり

方について検討した。教育方法の種類が増えたことにより、教員に教育方法の選択についての戸惑い

がみられており、教育効果を期待した教育方法の選択について課題がある。 

 

【改善の方策】 

追加履修の指導を行い、知識・技能の拡大と深化がみられたという結果については、今後の履修指導に

反映させたい。 

多様なメディアを利用した授業において、知識の定着を求める授業には e-learning、学生同士の学び合

いを求める授業には対面授業を選択するというように、教員が教育効果を予測し授業方法を選択するよう、

第 15 回研究科会議で指示した。 

 

＜学務部＞ 

【現状説明】 

1 授業当たりの適切は学生数については、2020 年度後期より、新型コロナウイルス感染予防のために、 

教室収容人数の 60％以下の受講生数になるように教室配当を調整するとともに受講生数を制限した。収

容人数比は抑えたが、1 授業あたり 100 名を超える受講者がいる授業が 7 クラス存在した(2020 年度後

期)。 

単位の実質化については、授業以外で必要な学習時間と学習内容をシラバスに記載することを継続して

授業担当者に要請している。2022 年度シラバスからは課題のフィードバックの方法についても記載する

ことを要請した。 

2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で学内での履修指導は不可能になったが、オンラインで

資料や動画を配布すること、学務部の Q＆A をフル稼働することで大きな問題はなく乗り切れた。この経

験から 2021 年度は対面とオンラインでの履修指導を組み合わせ、2022 年度もより合理的で適切なあり

方へとシフトしているところである。 

 

【改善の方策】 

1 授業あたりの適切な学生数は授業形態によって異なるが、数年間連続して極端に受講生が多い授業に

関しては、人数制限やコマ増などによって教育の質を担保する方策を今後考えるべきである。 

シラバスに関しては、近年、形式を整え、記載事項に関する要請も行っているが、それが実行されてい

るかのチェック体制を作ることが必要である。 

コロナ禍によって急遽、やむなく導入されたオンライン授業だが、面接授業の臨時の代替形態としてで

はなく、その有効性と可能性についての検証を行うことが望まれる。オンライン授業を学則に位置付け、

運用規則を整備するべく、2023 年度に向けて検討中である。 
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基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目⑤ 

成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・全学的に見て、学部・研究科における成績評価、単位認定及び学位授与は、どのように

行われているか。 

※その根拠として、下記の実際の状況も確認する。 

‧ 厳正かつ適正な成績評価及び単位認定の実施 

‧ 既修得単位等の適切な認定 

‧ 実践的な能力を修得している者に対する単位の認定（実施している場合）【学専】） 

‧ 学位授与における実施手続及び体制の明確性 

・各学部・研究科における成績評価、単位認定及び学位授与について、全学内部質保

証推進組織等の全学的な組織はどのように運営・支援し、その適切性を担保してい

るか。 

各学部 

各学科 

各研究科 

生研 2 専攻 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

個々の授業の成績評価は、『履修要覧』の「成績評価に関する内規」に基づいて行われている。また単位

認定についても『履修要覧』にて具体的な数字を挙げて明示されており、学位授与（修了要件）について

も同様である。 

授業科目担当者に対しては成績（AA〜F）の判定根拠となる客観的な素点の計測を求めている。履修者

により成績疑義が表明された場合は、その素点及びその計測方法を当該履修者に説明することも同時に求

めている。 

 

【改善の方策】 

学生の興味、関心、表現等が多様化する状況下、厳正かつ適正な成績評価及び単位認定の実施等につい

て教員間のコンセンサス作りが求められる。 

教員間で学生の情報を提供し話し合われているが、これをさらに強化する必要がある。 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

個々の授業の成績評価は、『履修要覧』の「成績評価に関する内規」に基づいて行われている。また単位

認定についても『履修要覧』にて具体的な数字を挙げて明示されており、学位授与（修了要件）について

も同様である。 

 

【改善の方策】 

「単位認定及び学位授与について、全学内部質保証推進組織等の全学的な組織」がどのように運営され

ているか不明確なので、こうした組織による定期的な点検のシステム構築が望まれる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 
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成績評価については茨城キリスト教大学学則により定められた内容を『履修要覧』に掲載している。各

授業科目においては担当者が記述する「シラバス（授業概要）」の「学位授与方針との関係」の項目内に

「到達目標」「評価方法」「評価割合」が記載されている。 

 成績は(AA,A,B,C,F)の判定となっており評価の数値化が義務付けられている、成績評価への疑義が表明

された場合は、その内容を当該履修者に説明することが必要になる。 

 他大学等の既修得単位等の成績評価、単位認定作業では、学務部と学科の教務委員が、当該学生の既修

得単位に係る他大学等の授業科目の授業概要（シラバス）を入手し、本学科目との比較検討を行い認定し

ている。 

学位授与における実施手続及び体制については『履修要覧』の茨城キリスト教大学学則に詳細を掲載し

ている。 

 

【改善の方策】 

 児童教育学科では過去に成績評価等について大きな問題は無かったが、同一名称科目また、同一科目を

複数の教員が担当する場合の成績評価の基準設定は慎重に行わなければならない。また学生の学力や学習

意欲が多様化する本学での成績評価の基準設定は、学科内で情報を共有することで、対応について検討し

ていく必要がある。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

成績評価については、大学全般でも行われているように、「成績評価に関する内規」として定め、『履修

要覧』に掲載するとともに、各授業科目担当者に対しても成績評価に関する事前確認文書を通じて周知徹

底を図っている。 

 授業科目担当者に対しては成績（AA〜F）の判定根拠となる客観的な素点の計測を求めている。履修者

により成績疑義が表明された場合は、その素点及びその計測方法を当該履修者に説明することも同時に求

めている。 

 予習・復習についても先に示した通り、授業概要（シラバス）様式において「予習・復習のポイントと

参考文献・資料等」の項目を設け、授業科目担当者が成績を判定する際の判断材料のひとつとしている。

ただし、「単位制度の実質化」と称される昨今の難題、すなわち予習・復習時間の正確な計測については、

課題を残している。 

既修得単位の認定については、「編転入学生の入学前の既修得単位の認定、卒業の認定および学位の授

与に関する規程」を設け、その要点については『履修要覧』において次の通り記載している。実際の認定

作業では、学務部長と当該学科等の教務委員が、当該学生の既修得単位に係る他大学等の授業科目につい

て、授業概要（シラバス）を入手して本学科目との比較検討を行った後、認定の判断を行うこととしてい

る。 

以上の事柄は、全て「成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置」として実施してきたものであ

る。成績疑義期間も設けているが、履修者が正当なかたちで疑義を表明するためには『履修要覧』や「授

業概要」（シラバス）が有効であり、実際にこれらの資料を根拠に疑義が表明されることも多い。授業担当

者の評価ミスは厳粛に回避されるべきであるが、評価ミスが生じた場合の成績修正や、成績修正に応じな

い場合の理由説明についても、学務部長ほかの事務職員による立ち合いのもと、双方の合意形成を通じて

適切に処理される。 

卒業要件・修了要件については、学則に定めることはもちろん、その内容を簡潔な形式に置き換えて『履
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修要覧』に掲載し、さらに「卒業（修了）認定に当たっての基準」を掲載している。 

文化交流学科では、大学全体での成績評価、学生からの疑義に対するアカウンタビリティ（説明）、予習

復習のポイント明示、卒業認定の基準の明示などに合わせて、適切に行っている。成績不良者や単位不足

で卒業が難しそうな学生には、その都度学科会議で検討し、ゼミの担当者を中心に適切な指導が施される

ように工夫している。 

 

【改善の方策】 

 本学科では成績評価等について概ね問題ないが、学生の学力や意識がさらに多様化する状況下、学科全

体での、とくに教員間のコンセンサス作りが更に求められる。毎月行われる学科会議において、学生の成

績や行動について、教員間で情報を提供し、対処の方策などが話し合われているが、これをさらに強化す

る必要がある。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

成績評価、単位認定については、「成績評価に関する内規」を定めており、『履修要覧』およびホームペ

ージにおいて公表されている。各授業科目の評価基準については、シラバスに明記されている。 

 

【改善の方策】 

成績評価、単位認定の適切性については、IR 担当部署を設置し、各科目の GPA 分布を分析し、評価方

法について確認・検討する必要がある。 

複数教員が同一科目を担当する場合、成績評価の平準化と可視化にむけてルーブリックの作成とその導

入が必要となる。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

大学ホームページ等において公表されている成績評価基準に基づき、単位認定が行われている。各科目

の評価基準については、シラバスに明記されている。 

 

【改善の方策】 

各科目の評価基準については、ルーブリックを用いて可視化することにより、単位認定の適切性が担保

されると考えられる。 

 

＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

成績評価、単位認定については、「成績評価に関する内規」を定めており、『履修要覧』およびホームペ

ージにおいて公表されている。各授業科目の評価基準については、シラバスに明記されている。 

成績評価は絶対評価が考えられるが、原則として授業担当教員の裁量に委ねられているので相対評価の

場合も考えられる。 

 

【改善の方策】 

成績評価、単位認定の適切性については、IR 組織を設置し、各科目の GPA 分布を分析し、絶対評価ま
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たは相対評価について、学科として確認・検討する必要がある。 

複数教員が同一科目を担当する場合、成績評価の平準化を図るために、ルーブリックの作成とその導入

が必要と考える。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

成績評価・単位認定については、『履修要覧』に掲載されている。卒業要件については学則に定められて

おり、その内容は『履修要覧』に掲載されている。各授業科目担当者に対して成績評価に関する事前確認

文書を通じて周知徹底が図られており、教授会における卒業判定により、学位授与が適切に行われている。 

 

【改善の方策】 

適切な成績評価・単位認定のため、事前確認文書を通じて各授授業担当への周知徹底を図る。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

成績評価・単位認定については、『履修要覧』に掲載されている。卒業要件については学則に定められて

おり、その内容は『履修要覧』に掲載されている。各授業科目担当者に対して成績評価に関する事前確認

文書を通じて周知徹底が図られており、教授会における卒業判定により、学位授与が適切に行われている。 

 

【改善の方策】 

適切な成績評価・単位認定のため、事前確認文書を通じて各授授業担当への周知徹底を図る。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

成績評価・単位認定については、『履修要覧』に掲載されている。卒業要件については学則に定められて

おり、その内容は『履修要覧』に掲載されている。各授業科目担当者に対して成績評価に関する事前確認

文書を通じて周知徹底が図られており、教授会における卒業判定により、学位授与が適切に行われている。 

 

【改善の方策】 

適切な成績評価・単位認定のため、事前確認文書を通じて各授業担当者へ周知徹底を図る。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

成績評価・単位認定については、『履修要覧』に掲載されている。卒業要件については学則に定められて

おり、その内容は『履修要覧』に掲載されている。各授業科目担当者に対して成績評価に関する事前確認

文書を通じて周知徹底が図られており、教授会における卒業判定により、学位授与が適切に行われている。 

 

【改善の方策】 

適切な成績評価・単位認定のため、事前確認文書を通じて各授業担当者へ周知徹底を図る。 

 

＜文学研究科＞ 
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【現状説明】 

単位認定条件は、『履修要覧』に明記されている。文学研究科の院生は少人数のため、学生の履修状況を

成績の要件を確認できるようになっている。成績の基準は各授業のシラバスに記載することにもなってい

る。 

 

【改善の方策】 

各授業の成績および修了判定が適切に行われているかどうかについては、引き続き確認して行く必要が

ある。 

 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

 大学院では学位授与を適切に行うため、各研究科、各専攻で履修及び修士論文の作成と指導についての

内容を見直し、明確な基準を設けている。その内容は『履修要覧』等にも記載することで明確化している。

現状に合わせた変更を行っている。留年生への対応について基準が曖昧な点があることから今後内容の見

直しを実施する。 

・心理学専攻 

心理学専攻では、2022 年度に向けて修士論文の作成スケジュールを見直した。また第 1 期生の修了

判定にあたっては研究科会議の位置づけを明確にした。 

 

【改善の方策】 

留年生対応について、2022 年度明確な方針を研究科全体で検討することとした。 

・心理学専攻 

  主査・副査が修士論文の審査を円滑に行えるよう、現行の修論作成スケジュールの日程を前倒しにし

て進めることにした。具体的には 2022 年度、第 2 期生の執筆状況を確認しながら、学生にとっての無

理のない修論作成スケジュールを構築してゆく予定である。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

 成績評価、単位認定及び学位授与は、以下のように行っている。 

・予めシラバスに評価方法や評価割合を示し、周知した内容や方法で成績評価を実施し、単位を認定し

た。 

・論文審査に関しても、『履修要覧』にて評価基準を設定し、厳正かつ適正に評価を実施した。 

・CNS コースの論文審査（2 単位）の評価基準が、論文コース（8 単位）と同じレベルを求めており、

厳しすぎるという問題に対し、指導教員からヒアリングを実施し、運営委員と協議し修正案を作成し

た。10 月の第 6 回研究科会議にて意見聴取、11 月の第 7 回研究科会議審議し、2022 年度より新し

い評価基準を用いることにした。 

・学位授与に関しては、2 月の第 11 回研究科会議にて、単位修得状況と論文審査結果をもとに判定し

た。 

・論文審査は主査、副査計 3 名で行われる。評価基準は明確にされているものの、学位授与を決定した

後に成果を公開（発表会）しているため、評価基準に対する疑問が生じることがある。また発表会を
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欠席した学生の研究を、主査と副査以外を除いた研究科の構成員が知ることができないという課題が

生じている。 

 

【改善の方策】 

研究科の構成員が、公平な審査であったと思えるよう、公開審査を検討する必要がある。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目⑥ 

学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・全学的に見て、学位授与方針に示した学生の学習成果は、どのような方法で測定され

ているか。 

※その根拠として、下記の実際の状況も確認する。 

‧ 専門分野の性質、学生に求める学習成果の内容に応じた把握・評価の方法や指標の

導入と運用 

‧ 当該職業を担うのに必要な能力の修得状況の把握（特に専門的な職業との関連性が

強い教育課程の場合） 

・学習成果を測定するにあたり、全学内部質保証推進組織等の全学的な組織は、どの

ように運営・支援しているか。 

各学科 

文研・生研 2 専

攻・看研 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

現代英語学科では、英語力診断テストを毎年 1 回春に実施し、学生の 4 年間における英語力の伸長を計

測し、学位授与方針に示されている「国際交流語としての英語に関する基礎的・基本的な知識・技能」の

定着をチェックしている。また必要であれば適宜、補習などを実施している。 

 

【改善の方策】 

計測しやすい英語力以外の学力についても、客観的な評価の指標を設け、その指標に基づいたチェック

体制の構築が望まれる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

全学的に見ての、学位授与方針に示した学生の学習成果の測定については大学全体で「評定平均値」

（GPA: Grade Point Average）が導入され、成績評価の傾向分析を継続的に行っている。 

専門分野の性質、学生に求める学習成果の内容に応じた把握・評価の方法や指標の導入と運用 

については各授業科目の「授業概要（シラバス）」の「学位授与方針との関係」の項目内に「到達目標」「評

価方法」「評価割合」が記載されている。 

児童教育学科は教員、保育者養成を主な目的としており 専門分野の性質、学生に求める学習成果の内

容に応じた把握・評価の方法や指標の導入と運用については文部科学省、厚生労働省の設置基準項目を満

たすことが必要な科目が多い。この基準に従って科目担当者は適切に対応しなければならない。 

児童教育学科は教員、保育者養成を主な目的としている為、学外実習が行われている。それぞれの学校、



37 

 

施設の指導者が実習生の評価を行うため教員、保育者に必要な能力の修得状況の把握（特に専門的な職業

との関連性が強い教育課程の場合）に大きく役立っている。 

全学内部質保証推進の取り組みとして「学生生活満足度調査」「学生による授業評価」アンケートが行

われている。 

 

【改善の方策】 

児童教育学科は教員、保育者養成を主な目的としている、教育課程及びその内容、方法の自己点検・評

価は学内授業、また重要である学外実習での学習成果の測定結果にとどまらず、卒業後の地域社会への貢

献を把握する事で自己点検・評価を行わなければならない。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

大学全体としては、学習成果を測定するための指標として、学位授与方針に全学共通の「5 つの能力（成

果指標）」を掲げていること、及び各授業科目の「授業概要（シラバス）」でこの５つの能力それぞれの「到

達目標」と「評価割合」を様式化している。 

また、上記の「5 つの能力」を全学共通の「骨格」とみなした上で、各学科等において各能力について

どのように修飾表現してゆくか、また各授業担当者が当該授業の性格に基づき、どのように精緻化してゆ

くかについては、「肉付け」の事柄として当該学科等や授業科目担当者の裁量としていることについても

既に述べた。その裁量によって表現されている事柄の組織的な点検・評価が、事後に必要となることも同

様である。この意味で最小単位となる授業科目担当者の次元では、試験や成績判定の段階で「学習成果を

把握及び評価」しうることは自明のことであり、またその目標設定や測定評価手法が適切であるか否かに

ついては、「学生による授業評価」の結果や「成績疑義」への真摯な対応を通じて、熟考・再考することが

可能である。よって担当者レベルでは入念なＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルが形成されて

いるもの考える。 

組織の次元では、各授業科目担当者が学部長に対して提出する「授業改善報告書」を通じて、学部長に

よる状況把握の手立てが講じられている。「学生による授業評価」によって各々の授業がどのような評価

を受けているかについて、互いに知ることが出来ないものの、全体として評価得点がどのように分布して

いるかについては、分布図をもって知ることのできる状況にある。 

「学生生活満足度調査」については毎年実施しているが、1 週間あたりの予習・復習時間に関わる設問

項目は設けているものの、学習成果の測定を目的とした設問項目は設けていない。学習成果について自身

の学びを振り返る項目については、前述の「学生による授業評価」アンケート様式内に含めている。 

その一方、「評定平均値」（GPA: Grade Point Average）については 2011 年度成績開示分より導入済であ

り、大学全体の傾向分析についても継続的に行っている。2019 年度の場合、全学生の GPA は 4 点満点中

2.66 となり、学科等の GPA 平均やその分布についても分析済である。いずれの学科も 2.66 の近似値の範

囲に収まっており、ほぼ正規分布となっていることが確認できることから、特に全体傾向として問題があ

るとは認識していない。 

卒業生からの意見聴取については組織的なかたちでは実施していないが、今後の検討課題である。以上

のことから、「学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか」について、概ね必要最低限の体制は整

えているものと考える。 

文化交流学科では、学科の専門性が多様であり、また教員の学問分野も多様で広い。よって学生の学修

成果の把握はなかなかに難しい問題がある。たとえば、全学的に行われている卒業研究・論文等の評価制
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度（名称は「アカデミー賞」、各学科で優秀な業績を上げた学生 1 名に与えられる）に本学科だけは参加

していない。それは学問分野が多様であり、その中から優秀賞 1 名を決めるのには無理があるからである。

よって学科独自に優秀賞を設定して、毎年教員から推薦のあった数人に賞を授与する方法を取っている。 

 

【改善の方策】 

 こうした本学科の多様性は他学科にはない、本学科の独自性でもあるので、この方向性を失わずに、さ

らに学生の学修意欲を喚起する施策を考えてゆく予定である。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

各科目のシラバスは、学位授与方針との関連で学習成果の評価方法や指標が示されている。心理福祉学

科では、社会福祉士養成課程と公認心理師養成課程が置かれているが、両科目ともに、専門性を着実に身

につけるために、実習・演習科目に関して、先行履修条件を設けている。先行履修条件となる科目の単位

修得状況が、両資格職に関する専門的能力の修得状況を反映するものと考えられる。 

 

【改善の方策】 

今後は、ルーブリックの作成とその導入等により、学習成果や専門的能力の修得状況をより具体的・効

果的に評価することが期待される。 

 

＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

各授業科目のシラバスにおいて「学位授与方針との関係」の項目で、「学習成果の把握や評価」の指標が

設定されている。しかしながら、成績評価が原則として授業担当教員の裁量に委ねられているため、学位

授与方針と学習成果の測定とは連関していない。 

4 年次生は管理栄養士国家試験模擬試験（6 回/年）を実施し、成績推移について分析しているが、管理

栄養士の「専門職としての資質能力」を全て反映していないと考える。 

 

【改善の方策】 

今後、学位授与方針に示した学習成果を多面的かつ適切に測定できるように、アクションプランの小項

目である「アセスメント・ポリシー策定により教育成果および学習成果を可視化する」について検討し、

確立する必要がある。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

各授業科目のシラバスにおいて「学位授与方針との関係」の項目で、学位授与方針に学生の学習成果と

して示した「5 つの能力」それぞれに「評価方法」と「評価割合」を示している。そのうえで「学習成果

の把握や評価」の指標を設定しており、「5 つの能力」のうち「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現

力」においては、それぞれの「到達目標」を具体的に明示している。 

しかし、必ずしも学位授与方針と学習成果との連関を検証することが可能な指標による測定がなされて

いるとはいえない。 

 



39 

 

【改善の方策】 

学位授与方針に示された学習成果の測定方法を検討していく。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

各授業科目のシラバスにおいて「学位授与方針との関係」の項目で、学位授与方針に学生の学習成果と

して示した「5 つの能力」それぞれに「評価方法」と「評価割合」を示している。そのうえで「学習成果

の把握や評価」の指標を設定しており、「5 つの能力」のうち「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現

力」においては、それぞれの「到達目標」を具体的に明示している。 

 

【改善の方策】 

大学全体として多角的な評価手法が示されておらず、学位授与方針に示された学習成果を把握・評価方

法を確立しているとはいえないため、改善が求められる。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

 授業評価については、『履修要覧』の「試験および成績の評価」にその基準が記載されている。修士論文

については、「大学院研究指導計画書に関する申し合わせ」を策定し、指導教員の指導の下に毎年研究指

導計画書を作成することになっており、審査基準も『履修要覧』に明記されている。 

【改善の方策】 

前回の認証評価受審により指摘を受け、修士論文と特定課題の審査基準項目を分けたが、この審査基準

が適切かどうかについては、引き続き検証が必要である。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

シラバスにその基準を記載し GPA にて評価している。また修論の審査基準については専攻内で検討

し『履修要覧』に示すことで評価基準としている。 

・心理学専攻 

  基準 4 の項目①で述べたように 5 つの能力の到達度を学習成果の指標としている。心理学専攻では、

授業担当者が各能力を意識したうえで学生教育・学生指導を行っている。2021 年度に修了した第 1 期

生は実習先での実習態度や人柄が評価されて、当該の実習先に就職することが決定した。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

各評価指標について（GPA と論文審査基準）評価のあり方について検討が必要である。 

・心理学専攻 

  就職先から修了生の仕事ぶりを聴取し、学習成果がどのように生かされているかを検討したい。また

現場で求められる心理職としての専門的能力についても聴取することで、その視点から専攻のカリキュ

ラム（実習の事前事後指導のあり方など）を適宜、検討する予定である。 
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＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

学位授与方針に示した学生の学習成果は、以下のように測定している。 

・ディプロマ・ポリシーを具現化できるよう構成されたシラバスに、目標に対する評価方法、割合等を

明示し、測定している。 

・一部のコース（CNS）では、臨地実習を履修させ、現場で知識・技能を応用する思考力・判断力・表

現力の伸長を評価している。 

・学習成果を測定するにあたり、全学内部質保証推進組織等の全学的な組織として授業改善委員会が組

織されており、学生からの評価を統計的に知ることが可能である。しかし、大学院では履修する学生

数が少なく、統計的な調査を実施することができないことが課題である。 

・学習成果の測定結果に対し、学生からの疑義申し立てはない。 

 

【改善の方策】 

学生が自身の学習成果を測定するシステムの構築が必要である。履修人数が少ない科目においては、科

目ごとではなく、科目群として実施する等、検討が必要である。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目⑦ 

教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育課程及びその内容、方法の自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、

体制、方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育課程及びその内容、方法の改善・向上に向け

た取り組みは、どのように行われているか。 

・上記において、学習成果の測定結果は、教育課程及びその内容、方法の改善にどのよう

に活用されているか。 

各学科 

文研・生研 2 専

攻・看研 

全学教養課程 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

教育課程（カリキュラム）の内容や個々の授業の内容については不定期（2 年おき程度）に、学科の会

議で検討され、また必要に応じて変更を行っているが、「定期的」なものではなく、また個々の授業担当者

にまで届くような組織的な改善への取り組みはなされているとは言い難い。 

 

【改善の方策】 

カリキュラムの定期的（年に 1 度程度）な点検を習慣化すること、またその際の客観的な指標を定める

こと、学生の学習成果と結びついた改善を実施することが求められる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

児童教育学科は教員、保育士養成を主な目的としている為、教育課程及びその内容、方法の適切性につ
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いて例年、点検・評価を行っている、特に文部科学省、厚生労働省に改善を求められた場合は速やかに対

処しなければならない。また地域社会における教員、保育士の社会状況の変化に対応した教育課程及びそ

の内容、方法の検討を継続している。 

 

【改善の方策】 

 児童教育学科は教員、保育者養成を主な目的としている、教育課程及びその内容、方法の自己点検・評

価は学生の卒業時の学習成果の測定結果にとどまらず、卒業後の地域社会への貢献を把握する事で自己点

検・評価を行わなければならない。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

文化交流学科は、本学が「他大学と共有する理念・目的の実現に向け、本学独自の建学理念とも整合す

る『キリスト教の精神による人格教育』をその方途として提示し続ける私立大学」であり、このことを学

位授与方針においても具体化し、学位授与方針に示す「5 つの能力」を全授業科目が目指す到達目標に位

置付けていることにならい、これらを学科全体の授業にまで貫徹している。また、そうした目標が達成さ

れているか否かも、全学的な自己点検・評価が行われる中で、様々に検証されている。学科単体では、特

に自己点検・評価の施策は行われていないが、毎月行われる学科会議において、教員同士で問題提起を行

う中から、自ずと様々な問題があぶり出され、また解決策が模索される仕組みになっている。 

 

【改善の方策】 

 本学科の特色の一つである少人数教育は、自己点検・評価を行う上で、全体を把握しやすい規模である

と言って良い。今後もこうした特色を生かしながら、全学とも共有しながら、自己点検・評価を進めてい

きたい。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

学科独自の自己点検・評価の具体的機会や方法は設けられていない。 

 

【改善の方策】 

今後、授業評価の結果等を参考に、教育課程及びその内容と方法について、評価する基準や方法などの

仕組みを整えていく必要がある。 

 

＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

2021 年度アクションプランにおいて「入学前教育プログラムおよび現行カリキュラムの検証と次期カ

リキュラムについて継続検討する」を掲げ、その一環として、3、4 年生に対してカリキュラム満足度等の

アンケート調査を実施した。しかし、教育課程及びその内容、方法について定期的に点検・評価は実施し

ていない。 

 

【改善の方策】 

今後、教育課程及びその内容、方法の自己点検・評価に関して、アクションプランの項目に含め、毎年
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度進捗状況を点検・評価する必要がある。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

学科ごとの「アクションプラン」に対して、毎年度進捗状況を５段階で評価し、その進捗状況、実行結

果を文章にて説明している。また、2022 年度カリキュラム改正に伴い、2020 年度より、現行カリキュラ

ムを多面的に評価した。  

 

【改善の方策】 

2022 年度から、新カリキュラムでの教育がスタートする。カリキュラムの定期的な点検・評価を実施

していくための体制を整えていく。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

教育課程及びその内容、方法の適切性については、学園中期経営計画に基づく「アクションプラン」の

点検・評価を毎年度行っており、定期的な自己点検・評価とその改善・向上に向けた取組みを行っている。 

 

【改善の方策】 

学科として今後も現状の体制を維持していく。 

 

＜全学教養課程＞ 

【現状説明】 

教育課程及びその内容、方法の適切性については、毎月の「全学教養課程会議」の月例会議において適

宜 、その時々の課題を発議し、集約・検討する過程において検証するとともに、必要に応じて、臨時の会

議や各領域での個別会議を開くなどして、課題の発議と検証の作業を行っている。 

これらの会議を通して、複数の教職員の目で適切性を検討し、その結果として、改善が期待される事項

が発議された場合は、現状に対する詳細な検討および議論を経たうえで、その改善に向けた取り組みを行

っている。 

たとえば、2021 年度、全学教養課程センターでは、第二外国語科目に関して、受講希望者数の最近数

年の傾向（例：特定の語学に希望が集中）に基づき、今後の教育課程のあり方や、クラスの適正規模（1

クラスあたりの人数）に関する議論がなされた。その際、より効果的な教授や学習の実現を目標に据え、

これらの議論がなされるとともに、第二外国語担当教員からの意見聴取も行いながら、これについて総合

的な検討がなされた。また、2021 年度は、全学教養 FD 研修会（センター所員・兼任講師・専任教員・職

員が参加）の場で、教育課程およびその内容、方法の適切性に関する意見交換もなされた。 

 

【改善の方策】 

 今後の教育課程の内容・方法の適切性に関する点検・改善に関しては、これまで同様、全学教養課程セ

ンターを中心に課題の発議と検証を進めていくが、その際には、定期的な意見聴取会や全学教養 FD 研修

会の機会などを利用して、各科目の担当教員らの意見を取り入れながらこの作業を進めていく必要がある。

また、今後は授業評価アンケートによって測定された学生の学習成果も踏まえながら、この点検・改善作

業を行っていく必要があるだろう。 
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＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

文学研究科のカリキュラム変更が 2019 年に行なわれたが、院生の在籍者数が少なく教育課程や内容や

方法の効果についてはでは十分なデータが得られず、その効果を評価することが困難である。ただし、少

人数制のため、教員と学生の交流が盛んであることは言えよう。 

 

【改善の方策】 

大学院全体で、院生のフィードバックをもっと正確に測るための独自のシステムを導入し、教育課程や

内容や方法について効果を高める必要があると考えられる。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

教育課程及びその内容、方法の自己点検・評価については問題が発生した際に実施しているが、定期

的な取り組みは行われていなかった。 

・心理学専攻 

  大学院修士課程は 2 年間サイクルとなっている。『履修要覧』に記載されている教育課程及びその内

容、方法の自己点検・評価については年度末に点検し、必要に応じて月例の専攻会議で共有、検討して

いる。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

今後年度末に 1 度、専攻会議内にて定期的な自己点検、評価を実施していく。 

・心理学専攻 

 2021 年度末に初めて心理学専攻第 1 期生が修士課程を修了した。今後は学部からの進学者が増えるこ

とを想定しつつ、学部から大学院までの 6 年間教育の中で「公認心理師課程」を修められるよう、学部と

大学院の連携を図りながら一貫した教育体制を整えてゆきたい。また他大学卒業者に対しても内部進学者

との差異が広がらないように留意しながら、基礎力並びに応用力を醸成してゆきたい。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

以下のように、教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行い、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っている。 

・アクションプランのアクションの一つに掲げ、半期に 1 回、運営委員で点検・評価を行い、研究科会

議に報告してきた。 

・確認された課題は、①担当者不在になる分野があること、②在宅医療化に伴う研究分野が必要である

ということであった。 

・②については、運営委員との検討において、現在の教育課程の一部を、分野横断型の新領域の編成が

可能であるという見通しを得た。関連する分野の教員からも賛同を得た。 
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【改善の方策】 

今後、FD を実施し、各分野の研究のうち新領域と関連する内容について相互理解を図った上で、現行

の教育課程を生かした編成を検討する。 

 

基準４ 教育課程・学習成果 

点検・評価項目⑧ 

教育課程連携協議会を設置し、適切に機能させているか。（学士課程（専門職大学及び 

専門職学科）／大学院の専門職学位課程） 

＜評価者の観点＞ 

・教育課程連携協議会はどのようなメンバーで構成されているか（【学専】【院専】）。 

・教育課程連携協議会の意見は、どのように教育課程の編成及びその改善に活用されて

いるか（【学専】【院専】）。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

 教育課程に関わる事項の推進体制について中心的な責任を担うのは、「教育課程評議会」である。教育

課程評議会は、茨城キリスト教大学教育課程の編成・運用・改善に関する規程の第 2 条（本学教育課程を

再編成（改定）するとき、その原案を整備するため、本学に教育課程評議会を置く）に定められている。

同評議会のメンバーは、学長、副学長、各学部長、各学科主任・専攻主任、全学教養課程センター長、学

務部長、学務部事務職員、事務長、その他学長が出席を求める者である。 

 全学教養課程、学科専門課程、資格課程および大学院教育課程において教育課程を再編成する場合は、

改定素案が教育課程評議会に上程され、その改定が適切かどうか審議する。改定内容がよりよい教育に資

するものでないと判断された場合は、会議で出された意見をもとに、提案した組織で再検討することにな

っている。 

 

【改善の方策】 

 内部質保証制度を確立して行く過程において、「教育課程評議会」をどのように位置づけるか検討が必

要である。 

 

基準５ 学生の受け入れ 

点検・評価項目① 

学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学生の受け入れ方針は、少なくとも学位課程ごと（学士課程・修士課程・博士課程・専

門職学位課程）に設定されているか。 

・上記の方針には、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像や、入学希望者に

求める水準等の判定方法が明確に示されているか。 

・上記の方針は、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に整合しているか。 

・上記の方針は、どのような方法によって公表されているか。 

・上記の方針の公表において、媒体や表現の工夫等により、情報の得やすさや理解しや

すさに配慮されているか。 

入試広報部 
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＜入試広報部＞ 

【現状説明】 

本学は「入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）」を定め、Web サイトをはじめとする各種

媒体において公表している。そのなかで、入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像や、入学希

望者に求める水準等の判定方法を設定・明示している。 

本学が育成を目指す「5 つの能力」の概念は、「入学者受け入れ方針」においても全学部・学科・専攻お

よび全研究科・専攻において踏襲している。すなわち、建学理念として「実践的ボランタリズム」「公正

性」、学力の 3 要素として「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学修に主体的に取り組む態度」の

５つである。 

 

【改善の方策】 

現在、総合型選抜入試および学校推薦型選抜入試の面接試験において、点数化を行う項目ついて公開は

行われていない。これらについて、2023 年度入試から各種媒体において公表する予定である。 

 

基準５ 学生の受け入れ 

点検・評価項目② 

学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に整

備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・入学者選抜は、学生の受け入れ方針に沿って、どのように制度化されているか。 

・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供はどのように行われているか。 

・入学者選抜の運営体制は、どのように整備されているか。 

・上記の運営体制のもと、入学者選抜は公正に実施されているか。 

・入学者選抜の結果、方針に沿った学生を受け入れているか。 

入試広報部 

 

＜入試広報部＞ 

【現状説明】 

＜１＞学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定 

学生募集については本学 Web サイト上に「受験生サイト」を設け、各種入試情報やオープンキャンパ

ス、セミナーの案内等を行っている。また、「入試ガイド」をはじめとする各種冊子媒体についても、同様

の内容をサイト上に掲載し、ダウンロードすることもでき、Web 出願や Web 合否照会も可能となってい

る。 

＜２＞選抜体制の適切な整備、公正な入学者選抜の実施 

入試問題の作成は、学長から委嘱された出題者（1 科目に複数の担当者）が行い、教科毎に総責任者、

出題者グループ毎に出題責任者を配置している。運営管理については入試広報部長がその任に当たる。作

成された入試問題は外部の専門機関に分析・チェックを依頼し、客観的な検証を経て使用している。 

入学試験に際しては、試験運営を担う入試本部を設置し、総責任者を学長、責任者補助を副学長・各学

部長、業務責任者を入試広報部長・副部長として運営にあたる。監督者・面談担当者は原則教員が行い、

入試本部には各学科・専攻の入試広報委員が待機して不測の事態に備えている。また、会場設営、受験生

の誘導等は事務職員が担当し、全学体制で入学試験を実施・運営している。試験当日は学内への学生の立
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ち入りを禁止し、同敷地内にある高校・中学・認定こども園にも協力を要請し、静寂な環境の保持に努め

ている。 

 

【改善の方策】 

現在、入試日程が多く設定されていることから、兼任講師による学部・大学院の授業や、他部署の学生

向けイベント開催との日程調整が必要になることが多くなっている。入試日程に関して早めに情報共有す

ることにより日程が重ならないようにするとともに、日程が重なった場合には入試を行う校舎や受験生誘

導の工夫により静寂な環境の保持に努める。 

 

基準５ 学生の受け入れ 

点検・評価項目③ 

適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の入学者数は、入学定員に対して

適正な数となっているか。 

・学士課程全体及び各学部・学科並びに各研究科・専攻の在籍学生数は、収容定員に対し

て適正な数を維持しているか。 

・収容定員に対し、在籍学生数が大幅に超過している場合、どのような対策が検討、実施

されているか。 

・収容定員に対し、在籍学生数が充足していない場合、どのような対策が検討、実施され

ているか。 

入試広報部 

 

 

＜入試広報部＞ 

【現状説明】 

入学定員確保に留意しつつ、教育目標の達成に支障がないように、定員枠に対し過剰な入学許可となら

ないように配慮している。 

入学定員に対する入学者数比率は、学部総計値で 2020 年度 108%、2021 年度 115%であった。大学全

体としていわゆる「定員割れ」に陥った事態は生じていない。ただし、学科別に見た場合には文学部児童

教育学科において、2021 年度に 91%と定員割れを起こしている。 

 

【改善の方策】 

児童教育学科に関しては、全国的に志願者数が減少しており、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

児童教育学科の定員に関して議論を進めるとともに、児童教育に対するイメージの改善につながる広報活

動に努める。 

 

基準５ 学生の受け入れ 

点検・評価項目④ 

学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

入試広報部 
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・学生の受け入れに関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体制、

方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、学生の受け入れの改善・向上に向けた取り組み

は、どのように行われているか。 

 

＜入試広報部＞ 

【現状説明】 

学生の受け入れの適切性については、入試広報部長を長とする入試広報委員会が随時その点検を行なっ

てきた。また毎年、具体的な数値が確定して以降は、そのデータ資料をもとに入試広報委員会はもちろん、

学長を長とする学部長会議や、常任理事会等でも点検が行われている。 

改善・向上については、次年度の入試段階では常に実施当日や合否判定会議の過程で、前年度分のデー

タを参照しながら判断を行い、可能な限り目標値に近づけるよう複数の目で原案検討を行っている。 

 

【改善の方策】 

 2025 年度以降、2018 年に告示された新しい学習指導要領に対応した試験内容とする必要がある。大学

入学共通テストへの対応も含め、どのように対応するかについて検討が進んでいない。2022 年度中に公

表できるよう議論を進める。 

 

基準６ 教員・教員組織 

点検・評価項目① 

大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研究科等の教員組織の

編制に関する方針を明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・各学部・研究科等の教員組織の編制方針は、どのような内容か。 

・大学として求める教員像は、どのような内容か。 

・上記の方針及び求める教員像は、どのように学内で共有されているか。 

各学部 

各研究科 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

原則として退職する教員の専門性に基づいて教員の公募を行っている。教員の募集要項には常に応募資

格として、「本学建学の精神であるキリスト教に理解がある者」と明記し、可能な限り本学の理念・目的に

添う方を採用条件のひとつにしている。また面接・模擬授業も行い教員としての適性や学生への学びを深

めることができる指導になっているかについても注意を払っている。 

 

【改善の方策】 

 現状では概ね本学として求める教員像の方を採用できているが、必要に応じて改善点などについて教員

間で検討し計画的な教員の組織として理想に近づけたいと考えている。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

教員の募集要項には常にその応募資格として、「本学建学の精神であるキリスト教に理解がある者」と
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明記している。教育課程を円滑に運営できる人員構成とすることを第一の方針としている。 

資格養成課程においては、法令に基づいて専任教員数、教員採用、組織編成を行っている。 

 

【改善の方策】 

本学が求める理想的な教員組織編制にむけて、長期的展望を持ち、計画的に教員採用および組織編制を

行っていく。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

教員の募集要項には常にその応募資格として、「本学建学の精神であるキリスト教に理解がある者」と

明記している。教育課程を円滑に運営できる人員構成とすることを第一の方針としている。「茨城キリス

ト教大学就業規則」第２条においては、「学園内相互の信頼関係に基づき誠意をもってこの規則を遵守し、

相携えて本学設立の目的を達成するために努力しなければならない」と定めている。 

看護学科は、学士課程と同時に資格課程（看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格等）を同

時に運用しており、専任教員数を満たす必要がある。教員採用やその組織編成、各教員の就業状況の監督

は、当該教員が所属する学部の長（学部長）がその責を負っている。 

 

【改善の方策】 

引き続き、学部長が、教員採用やその組織編成、各教員の就業状況の監督を行う。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

教員の募集要項には常にその応募資格として、「本学建学の精神であるキリスト教に理解がある者」と

明記している。教育課程を円滑に運営できる人員構成とすることを第一の方針としている。「茨城キリス

ト教大学就業規則」第２条においては、「学園内相互の信頼関係に基づき誠意をもってこの規則を遵守し、

相携えて本学設立の目的を達成するために努力しなければならない」と定めている。 

経営学科の教員採用やその組織編成、各教員の就業状況の監督は、当該教員が所属する学部の長（学部

長）がその責を負っている。 

 

【改善の方策】 

引き続き、学部長が、教員採用やその組織編成、各教員の就業状況の監督を行う。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

文学研究科では、通常学部現代英語学科を通じて教員を採用しているため、大学院の教員は、大学の方

針に合致する人材を求めていると共に、大学院の授業担当者として十分な業績を有する教員を採用してい

る。 

 

【改善の方策】 

大学院の全ての研究科は、大学として採用方針を新採用の候補に明確に説明することが必要である。 
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＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

大学院担当教員については学則に研究科担当教員について明記されている。また茨城キリスト教大学大

学院教員資格規程にその詳細が示されている。その内容は教員が誰でも閲覧できるようになっている。 

 

【改善の方策】 

現状にて要件は満たされていると考えている。研究科全体として見直しが必要になった際はそれに対応

する。 

 

＜看護学研究科＞ 

 「教員編成方針」がまだ策定されていないが、看護学研究科の教員は、看護学部の人事の一環として、

大学院の授業担当者として十分な業績を有する教員を採用している。 

 

基準６ 教員・教員組織 

点検・評価項目② 

教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員組

織を編制しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教員組織は、教員組織の編制方針に沿って、どのように編制されているか。 

・教員数は各設置基準を満たし、教育研究上必要な規模の教員組織が編制されているか。 

・実務家教員は適正に配置されているか（【学専】【院専】）。（実務家教員中に研究能力を

併せ有する者が適切に含まれているか【学専】）。 

・教員組織の年齢構成に、著しい偏りがないか。 

・教育研究上の必要性を踏まえ、教員組織は、教育と研究の成果を上げるうえで十分な

教員で構成されているか。 

各学部 

各研究科 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

文学部としては大学設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。専任教員の年齢構成については、

2021 年度は概ね以下のとおりで、60 代（33%）、50 代（25%）、40 代(27%)、30・20 代（15%）となって

いる。 

職位別では、教授が占める割合が 42%、准教授が 29%、講師が 21%、助教が 8%となっている。全体と

してみると年齢構成については 30、20 代が若干少ないが、その他の年代では概ねバランスが取れている

と考えている。  

職位に関しては教授が約 4 割を占めており、教育研究上必要な規模の教員組織が編制されていると理解

している。 

 

【改善の方策】 

今後の教員の年齢に関しては計画的に検討し、より偏りのない教員組織を編制していく。 

 

＜生活科学部＞ 



50 

 

【現状説明】 

生活科学部では大学設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。食物健康科学科では管理栄養士

養成課程、心理福祉学科においては社会福祉士および公認心理師養成課程に必要な専門性のある教員組織

の編成に努めている。 

 

【改善の方策】 

教員採用にむけては教員組織の年齢構成を踏まえて計画的に実施する。 

心理福祉学科においては社会福祉士および公認心理師の 2 つの異なる養成課程を設置しているが、現在

社会福祉士の設置基準による教員編成となっているため、2 つの養成課程に必要となる適切な教員数の確

保について検討が必要である。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

大学設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。専任教員が担当する授業科目の割合は 8 割程度

である。看護師国家試験受験資格取得が卒業要件ともなっており、全開設授業科目はもちろん必修科目に

ついても極めて広範な内容にわたることから、兼任講師の担当比率が２割程度を占めることも適切な規模

であると考えられる。教員の授業担当負担については、実習指導に多くの時間を割かれるが、ほとんどの

第１種専任教員が 9 コマ（1 週あたり）を超えることはなく、過剰な負担を避けるべく適切な配慮がなさ

れている。看護学科専任教員の年齢構成については、70 代（3.6%）、60 代（10.7%）、50 代（35.7%）、40

代(28.6%)、30 代（21.4%）となっている。また職位別では、教授が占める割合が 28.6%、准教授が 14.3%、

講師が 25%、助教が 32.1%となっている。全体として、特定の世代・職位に偏ってはいない。 

 

【改善の方策】 

引き続き、年齢・職位に偏りのない教員組織を編制していく。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

大学設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。専任教員が担当する授業科目の割合は８割程度

である。学科科目として重要な基幹科目、専門科目、専門基礎科目は、ほとんど専任教員が担当している。

実務家教員は適正に配置されており、実務家教員は全員優れた研究実績を併有している。教員の授業担当

負担については、ほとんどの専任教員が 6.5 コマ（1 週あたり）を超えることはなく、過剰な負担を避け

るべく適切な配慮がなされている。経営学科専任教員の年齢構成については、70 代（8.3%）、60 代（16.7%）、

50 代（41.7%）、40 代(25%)、30 代（8.3%）となっている。また職位別では、教授が占める割合が 50%、

准教授が 25%、講師が 8.3%、助教が 16.7%となっている。全体として、特定の世代・職位に少し偏って

いる。 

 

【改善の方策】 

 今後は年齢・職位に偏りのない教員組織の編制に向けて若手の教員採用に力を入れて行きたい。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 
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大学院設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。年齢や性別のバランスもよい。 

 

【改善の方策】 

研究科のカリキュラムは、英語文学・文化、英語教育、英語学という 3 つの主要分野からなっている。

英語教育と英語学の分野の人材は豊富であるが、文学・文化の教員数は若干少ないので、今後の検討課題

のひとつである。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

マル合教員の要件については、研究科内申し合わせにより明確化され、その内容の見直しを研究科長会

議にて議論している。しかし、年齢構成など具体的な検討はしておらず今後の課題である。 

・心理学専攻 

  心理学専攻では「公認心理師課程」を整えており、実習及び演習科目の指導教員は厚労省に認定され

た教員であると同時に、公認心理師と臨床心理士のダブル資格を取得済みの実務家教員である。 

 

【改善の方策】 

今後もマル合教員の基準について検討を進めると同時に、教員間年齢構成（バランス）についても検討

を進めていく。 

・心理学専攻 

  公認心理師法では学生一人につき実習時間 450 時間を満たす必要がある。専攻の定員は 5 名であり、

2024 年度を迎えるときには定員を満たすことが予想される。現在、実習に関わる教員数は 4 名である。

修士課程に在籍する 10 人の学生の実習を 4 名の専任教員で指導することは、現実的には厳しい状況で

ある。このため実務家教員の増員が課題となるであろう。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

・学部に働きかけ、構成員以外の教員の研究活動の奨励と博士課程進学への促進を依頼している。 

・学則 1 条に謳われるように、建学の理念に基づき、高度の専門の学術について、その研究方法、理論お

よびその応用を教授研究できる者により編成している。具体的には、教員資格に関する申し合わせ事項

が設定されている。 

・「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」を基準としているが、副指導教員の

数が不足していることが課題である。 

・実務家教員として採用してはいないが、実務経験のある教員を多く配置している。 

・年齢構成に著しい偏りはみられないが、若手教員の配置を促進することが課題である。 

・人数不足の課題は解消できなかったが、教育と研究の成果を上げるうえで十分な教員で構成されている

と判断する。 

 

【改善の方策】 

学部に働きかけ、構成員以外の教員の研究活動を奨励し、博士課程進学を促進する。 

 

基準６ 教員・教員組織 各学部 
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点検・評価項目③ 

教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教員の募集、採用、昇任等に関わる基準及び手続は、どのような内容か。 

・教員の募集、採用、昇任等において、公正性に対し、どのように配慮されているか。 

各研究科 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

文学部は 3 学科あり各学科で公募要領を作成し、人事委員会の審議を経て学部教授会で審議後、常任理

事会承認を経て募集活動を行っている。 

採用候補者の選考は小委員会（学部長、学科主任、教科専門教員、他学部 1 名）が、書類選考、模擬授

業・面接を経て優先順位を付した原案を人事委員会、学部教授会、常任理事会での審議をして採用してい

る。 

 

【改善の方策】 

引き続き、規程に基づき、教員の募集、採用、を適切に行っていく。昇任等については各学部間での専

門性等の違いもあり、全学部での基準が必ずしも統一されてない部分もあり、今後は全学的に適用可能で

ある「昇任人事基準」の策定が必要である。 

 

＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

生活科学部では心理福祉学科および食物健康科学科の各学科において公募要領を作成し、人事委員会の

審議を経て学部教授会で審議後、常任理事会承認を経て募集活動を実施している。採用候補者の選考は小

委員会（学部長、学科主任、教科専門教員、他学部 1 名）が、第一次選考（書類選考）および第二次選考

（面接審査）を行い、優先順位を記した原案を作成し、それを人事委員会、学部教授会、常任理事会での

審議を通して、教員の採用を行っている。 

 

【改善の方策】 

今後も本学の規程に基づき、教員の募集および採用を適切に実施していく。 

専任教員の昇任等については、全学部で統一された形で公正かつ適切に実施できるように昇任人事基準

の策定について検討する。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

学科で公募要領を作成し、人事委員会審議を経て学部教授会で審議後、常任理事会承認を経て募集活動

に入る。採用候補者の選考は、人事委員会内で組織される小委員会（学部長、学科主任、領域長、研究科

長、他学部 1 名）が、書類選考、面接を経て優先順位を付した原案を人事委員会に上程する。人事委員会

にて審議・承認の後、学部教授会、常任理事会承認を得て最終的に採用候補者を決する。第 3 種専任教員

は雇用契約期間を 1 年とし、最長 4 回の更新を限度とする任期制教員であるが、助教は通算 3 年目以降、

講師は通算 2 年目以降に「第 1 種専任教員への任用替え審査」を受ける資格を有する。教員の昇任につい

ては、各学科主任から提案されたものを学部長会議において検討し人事委員会に提案して承認を得る。そ
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の後学部教授会の審議を経て、常任理事会の承認によって決定される方式をとっている。 

 

【改善の方策】 

引き続き、規程に基づき、教員の募集、採用、昇任等を適切に行っていく。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

学科で公募要領を作成し、人事委員会審議を経て学部教授会で審議後、常任理事会承認を経て募集活動

に入る。採用候補者の選考は、人事委員会内で組織される小委員会（学部長、学科主任、当該専門担当の

教員 2 名、他学部長 1 名）が、書類選考、面接を経て優先順位を付した原案を人事委員会に上程する。人

事委員会にて審議・承認の後、学部教授会、常任理事会承認を得て最終的に採用候補者を決する。第 3 種

専任教員は雇用契約期間を 1 年とし、最長 4 回の更新を限度とする任期制教員であるが、助教は通算 3 年

目以降、講師は通算 2 年目以降に「第 1 種専任教員への任用替え審査」を受ける資格を有する。教員の昇

任については、各学科主任から提案されたものを学部長において検討し人事委員会に提案して承認を得る。

その後学部教授会の審議を経て、常任理事会の承認によって決定される方式をとっている。 

 

【改善の方策】 

 引き続き、規程に基づき、教員の募集、採用、昇任等を適切に行っていく。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

大学院独自の採用人事は実施されておらず、大学院担当教員の募集・採用に関しては、学部教員の採用

の際、大学院担当可能な業績を有する者という条件を付して実施している。 

 

【改善の方策】 

特になし。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

教員募集、採用、昇任が必要になった場合は学長に相談の上、規定様式に必要事項を記載し、人事委員

会に提案、承認を得る。（その後理事会にて審議） 

昇任人事については、年齢、実績（研究への取り組み、論文、社会貢献、教育活動）等から必要があれ

ば人事委員会に提案する。 

 

【改善の方策】 

応募様式記載内容に明確な基準がなく、明確化する必要がある。 

昇任人事については具体的な数値基準がなく、今後点数化などでの基準設定が必要であると考える。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

・専任教員の募集、採用に関しては、学部の教員の募集に際し、研究指導力について加筆した。 
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・昇任に関しては、教員資格に関する申し合わせ事項が設定されている。 

・教員の募集、採用に関しては、人事委員会に発議し、他の学部、研究科からの意見を聴取し、公正性に

配慮している。 

・教員の昇進に関しては、大学院教員資格審査会を開催し、教員資格に関する申し合わせ事項に基づき判

断し、公正性に配慮している。 

 

【改善の方策】 

 特になし 

 

基準６ 教員・教員組織 

点検・評価項目④ 

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の

資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善につなげるため、どのよ

うな取り組みが組織的に実施されているか。 

・教員の研究活動や社会貢献等の諸活動の活性化や資質向上を図るために、どのような

取り組みが行われているか。 

・教育活動、研究活動等の活性化を図る取り組みとして、教員の業績評価はどのように

位置づけられ、実施されているか。 

各学科 

各研究科 

授業改善委員

会 

 

＜現代英語学科＞ 

【現状説明】 

現代英語学科では、年に 2 回、FD 活動の機会が設けられている。6 月に教員同士で互いの授業の参観

が行われ、参観者から授業担当教員にフィードバックされ、教育の方法論などの議論の機会が設けられて

いる。また 11 月には学科の理念に即した（「異文化理解」や「英語教育」、「英語圏文化」などのテーマに

即した）講演会が企画され、専門家の意見を聞き、また議論する場が設けられている。 

 

【改善の方策】 

「教員の業績評価」に関してはあまり適切になされていると言い難い。昇任人事などの客観的な基準が

設けられていないこととも関係すると思われるが、概して教員の業績をチェックし、また積極的に評価す

る取り組みがなされていないので、その点の枠組み作りが求められる。FD 活動の一環として、学科教員

の研究を話し合い、またその研究について情報共有する機会があっても良いと思われる。 

 

＜児童教育学科＞ 

【現状説明】 

 児童教育学科ではファカルティ・ディベロップメント（FD）に関して、学科 FD 委員が中心となり年間

の計画に取り組んでいる。毎年予算を計上し学外講師の招聘などを行っている。 

その近年の例は下記となっている。 

・特別支援学校教員による実態報告 

・教員養成課程としてカリキュラム改善の検討 
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・学生への個別指導、演習の目的方法の検討 

 

【改善の方策】 

 児童教育学科では FD 委員が中心となり年間の計画に取り組んでいる。FD 活動を実施し、教員の資質

向上を図るために授業運営に関する課題、児童教育、幼児保育、教育行政に関連する課題に取り組まなけ

ればならない為、今後も学科としての活動を継続していくことが重要である。 

 

＜文化交流学科＞ 

【現状説明】 

 文化交流学科の FD に関しては、毎年予算を計上し、その年々に相応しい施策を行っている。ここ 2 年

の実績を挙げれば、以下のようになる。 

・2020 年度「オンライン授業の活用方法」 

 概要：本学と交流校である、大韓民国の韓瑞大学はオンライン授業で新しい試みにチャレンジしてい

る。その大学の教員と技術者にオンラインを通して、取り組みと課題について講演していただ

いた。デジタルに関して、日本より進んでいるとの評価がある韓国の大学だけあって、本学が

今後参考にしたい、また出来そうな様々な取り組みがあり、大いに参考になった。 

・2021 年度「来日した技能実習生の実態を把握する」 

 概要：多くの留学生が本学で学んでいるが、その留学生とその家族や社会が置かれた状況について、

知り得ない状況がある。とくに東南アジアから来日する人々が日本でどのような生活を送って

いるのかはなかなか見えてこない。昨今、東南アジアから来日する技能実習生が、日本におい

て極めて劣悪な環境に置かれて搾取されている実態がマスコミでも問題になった。こうした実

態を知ることは、留学生に接する教員において必須の知識ともいえる。そこで、昨今公開され

た話題になった映画作品「海辺の彼女たち」（藤元明緒監督）を視聴することで、留学生たち

の背景を知る手立ての一つとした。 

 教員の研究活動や社会貢献、またその活性化については、学科全体でも積極的に教員それぞれに促して

いる。具体的には学術研究センター主宰の研究助成金制度の活用や、研修制度の利用などである。 

 

【改善の方策】 

 教員の、授業や研究以外に携わらねばならない仕事が多くなる昨今、研究助成金や研修制度も改革の余

地があると考えられる。これは学科でなく大学全体の問題でもあるので、様々な委員会や教授会を通して

議論してゆく必要がある。 

 

＜心理福祉学科＞ 

【現状説明】 

年に一度、FD の機会が設けられている。最近では、オンライン授業の方法や、対人支援の基本など、

授業の方法や内容について、教員が見識を深める機会を得ている。 

 

【改善の方策】 

教員の教育・研究活動や社会貢献の活性化を意図して、それらの評価や活性化のための立案・実施が求

められる。 
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＜食物健康科学科＞ 

【現状説明】 

アクションプランの「教職員研修の充実」の一環として、2021 年度は外部講師のリモートにより、栄

養学教育モデル・コア・カリキュラムについて FD 研修を実施した。また「生活科学研究科と学科の将来

構想を考える」と題してグループ・ディスカッションによる合同 FD 研修会を行った。 

 

【改善の方策】 

今後、教員の教育・研究活動や社会貢献活動等の活性化や資質向上を図るためにアクションプランの見

直しを検討する。 

 

＜看護学科＞ 

【現状説明】 

FD として、学科の専門性に合わせた教育能力の向上や、授業方法の改善に関する研修会を実施してい

る。カリキュラム改正に伴いその理解を深めるためのグループワークや、外部研修会に参加した教員の伝

達講習に関連させたグループワークなど、講演会だけではなく様々な方法での FD を実施している。教員

の業績評価を教育活動や研究活動の活性化につなげる取組みについては、教員の教育活動、研究活動、社

会活動等をホームページ上で公表している。 

 

【改善の方策】 

学科の課題に即した FD を継続していく。教員の教育活動および研究活動の公表を年度ごとに更新して

いくよう周知徹底していく。 

 

＜経営学科＞ 

【現状説明】 

毎年度学科 FD 研修会として、外部から講師を招いて、教育能力の向上や授業方法の改善に関するテー

マで講義を行っている。また、「授業改善委員会」が実施する「学生による授業評価」の結果を受けて各教

員が学部長に提出する「授業改善報告書」によっても教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発

及び改善が十分に期待できる。 

 

【改善の方策】 

学科として今後も現状の体制を維持していく。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

FD 関連のイベントは毎年実施され、その内容は、教員の幅広いニーズに応えるため、毎年変更されて

いる。2021 年の FD は、言語習得と言語教育におけるコーパスの作成と活用をテーマにした 90 分×8 回

のシリーズだった。2022 年度にも同様の規模のシリーズが予定されている。 

 

【改善の方策】 

FD プログラムのテーマは毎年変わるので、内容や表現がプログラムの先生方のニーズに密接にマッチ

するよう、フィードバックの仕組みを検討した方がよいと思われる。 
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＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 

・食物健康科学専攻 

FD を 1 回/年実施し、専攻の抱える課題解決のための手段としている。今年度は学生確保のための方

策等を中心に議論してきた。教員の地域貢献活動等については研究実績書の中に反映することで取り組

みを把握した。 

・心理学専攻  

心理学専攻が開設された 2020 年度は、生活科学研究科 FD（全学 FD）を実施した。また 2021 年度

の FD では、完成年度を迎え 2 年間の運営を振り返る中で見えてきた課題を挙げた。 

 

【改善の方策】 

・食物健康科学専攻 

教員の専門性に幅があることや地域特性により統一した方向性が見い出せていない。今後も引き続き

検討を継続する。 

・心理学専攻 

  今後も専攻教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善に資するテーマに即した FD

活動を継続してゆく予定である。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

・随時、研究科運営委員による、学生への意見聴取、教員への研究指導の進捗状況の聴取が行われている。

情報を持ち寄り、ディスカッションし、課題を明確にして共有し、研究科会議に情報提供している。 

・学生、教員から聴取した結果、研究指導の改善が必要であると感じた。前年度には講演を計画し「学生

の話を丁寧に聴き取る」ことの重要性を学んだが、それのみで改善が見込めるとは思えなかった。6 月

に第 1 回 FD を実施し、カードワークを用いて、課題を「RQ (Research Question) の洗練」に絞った。

3 月に第 2 階 FD を実施し、成人学習理論を専門とする講師に講演を依頼した。「学生の話を聴き取り、

学問の言葉で返すこと」「十分聴き取り、実現可能性について問いかけること」「教員自身の看護観の醸

成」等の知見が得られた。 

・年 1 回、教員審査会の前に、研究科長が構成メンバーの業績と教員資格に関する申し合わせ事項と照合

し、本人と課題を確認している。 

 

【改善の方策】 

 なし 

 

＜授業改善委員会＞ 

【現状説明】 

 2021 年度の FD 活動は、昨年度から継続するコロナ禍の影響を受けつつも、各教員は試行錯誤をしなが

ら対面とオンラインおよびハイブリッド型の授業を展開した。2020 年度と比べて完全オンデマンド型の

動画配信型の授業はほとんど無くなり、可能な時期には対面を軸とした授業展開が増えつつも、Microsoft 

Teams を用いることにより、コロナ禍以前に比べて学生からの多様な受講ニーズに対応しやすくなった印
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象である。各研究科、各学科での FD 活動も例年通り行われており、そのほとんどがオンライン受講者へ

の配慮が行き届いた形で実施された。たとえば、全学教養課程センターFD では、学内の情報センターの

協力を得て学内の教員のオンライン講義の手法などを共有した。また授業改善委員会が主催した全学 FD

では本学の現状分析と課題の明確化を目的に京都橘大学副学長の阪本崇先生と同大学の谷川悟史企画部

長を招聘し、「京都橘大学における教学改善に向けた全学的取り組み―マスタープランとアセスメント・

ポリシーの作成を事例に―」と題した講演を行っていただいた。これら学部、大学院ともの FD 活動報告

は、年度末に報告書の形で毎年 5 月頃に HP にて公開しており、現在作成中である。 

 授業改善アンケートに関しては、昨年度に引き続いて Forms を用いたアンケートを実施し、各教員が自

身の授業改善の資料として活用できるような体制を敷いた。Forms の項目内容は 2020 年度の各教員や学

生のフィードバックを踏まえて若干のマイナーチェンジを行っており、2022 年度以降も活用できる項目

内容となった。 

 

【改善の方策】 

 今後も授業改善委員会が中心となって、ポストコロナ時代において対面授業とオンライン授業の双方の

利点を効果的に組み合わせ、学生が主体的かつアクティブに学べるための授業づくり、教育環境づくりが

出来るよう、構成メンバーを介して各学部、各研究科、センター等に働きかけていくことが必要であろう。

とりわけ、全学的な取り組みを活性化するための全学 FD の企画運営を引き続き担っていくことも大切な

委員会の役割と思われる。加えて、今年度までトライアルの状態にある授業改善アンケートの全学実施体

制の構築と、アセスメント・ポリシー（水準：授業・教員）の策定も急務である。これら 2 点の課題は、

本学の内部質保証ともダイレクトにつながっている課題でもあり、2022 年度中には一定の方向性を示す

ことが必要と考える。 

 

基準６ 教員・教員組織 

点検・評価項目⑤ 

教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもと

に改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教員組織に関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体制、方法、

プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、教員組織の改善・向上に向けた取り組みは、どの

ように行われているか。 

各学部 

各研究科 

 

＜文学部＞ 

【現状説明】 

毎年度アクションプランについて各学科でその都度検討している。そこでの結果等を中間及び年度末に

点検・評価の見直しを行っている。しかし、どうしても同じ時期の見直しになることが多く、各学科の柔

軟な対応という事に課題があると考えている。 

 

【改善の方策】 

各学科でアクションプランについての見直し等は定期的な時期のみでなく必要に応じて適宜検討する

ように努めていきたい。 
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＜生活科学部＞ 

【現状説明】 

アクションプランの進捗状況については各学科で中間および年度の終わりに、点検・評価を行い、その

結果をふまえて次年度のアクションプランの適切性について確認や見直しを行っている。しかし、各学科

による定期的な自己点検・評価の実施体制は未整備である。 

 

【改善の方策】 

アクションプランの確認および見直しについては、各学科で定期的点検・評価とともに、必要に応じて

随時実施できる体制作りにむけて検討する。 

 

＜看護学部＞ 

【現状説明】 

毎年度アクションプラン掲げており、その進捗を中間及び年度末に、点検・評価を行っており、その結

果をもとに、次年度のアクションプランの適切性について見直し等を行っている。しかし、学科として、

定期的な自己点検・評価を行う体制は整備されていない。 

 

【改善の方策】 

2022 年度に「日本看護学教育評価機構」に入会予定であり、学科内に自己点検・評価を行うためのチ

ームを設置し、継続して行う体制を整備していく。 

 

＜経営学部＞ 

【現状説明】 

毎年度アクションプラン掲げており、その進捗を中間及び年度末に、点検・評価を行っており、その結

果をもとに、次年度のアクションプランの適切性について見直し等を行っている。 

 

【改善の方策】 

引き続き、自己点検・評価結果に基づき、教員組織の改善・向上に向けた取り組みについて検討してい

く。 

 

＜文学研究科＞ 

【現状説明】 

文学研究科では、教育の方法・過程・質に関するアンケートを年 2 回実施する予定だが、まだ着手して

いない。このアンケートは、文学研究科の教育プログラムの状況について共通理解を深め、問題点を発見

することを目的としている。 

 

【改善の方策】 

このアンケートは、2022 年度中に開始する予定となっている。 

 

＜生活科学研究科＞ 

【現状説明】 
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学生による授業評価を実施しその結果から自己点検に結び付けている。 

 

【改善の方策】 

自己点検の Web 化、履修学生が少ないことから十分な評価に結びついていないことが考えられえるこ

とから継続検討の必要がある。 

 

＜看護学研究科＞ 

【現状説明】 

「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」を基準とした教員組織を、4 月の第

1 回看護学研究科会議に報告する。前期終了時に研究科長と運営委員で課題を確認し、後期には教員と面

接、2 月に教員資格審査会、第 12 回看護学研究科会議にて次年度の構成について審議すると共に、課題

（①担当者不在になる分野②教員の数が基準に満たない）を共有した。 

 

【改善の方策】 

確認された課題（①担当者不在になる領域②教員の数が基準に満たない）のうち、①については 2022

年度に廃止と、領域横断型の新領域の編成を検討する予定である。②については、学部に働きかけ、構成

員以外の教員の研究活動の奨励と博士課程進学への促進を依頼している。 

 

基準７ 学生支援 

点検・評価項目① 

学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に関する

大学としての方針を明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学生支援に関する方針は、どのような内容か。 

・学生支援に関する方針は、どのように学内で共有されているか。 

学務部（学生） 

 

＜学務部＞ 

【現状説明】 

「茨城キリスト教大学学生支援方針」は、学園の教育理念である「隣人愛」に基づく全人教育を実践す

るために、障がいのある学生を含むすべての学生への多種多様な支援と保護者との連携の強化をも明示す

る包括的なものである。 

全学生・教職員に毎年配付する『Campus Life』への掲載、HP での公表などにより共有されている。 

 

【改善の方策】 

2021 年度は、障がいのある学生の支援に関するガイドラインの作成に取り組み、2022 年度から実施の

予定である。 

 

基準７ 学生支援 

点検・評価項目② 

学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されているか。

また、学生支援は適切に行われているか。 

学務部（学生） 

キャリア支援

センター 
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＜評価者の観点＞ 

・修学支援、生活支援、進路支援その他支援を行うための体制は、方針に沿ってどのよう

に整備されているか。 

・修学支援、生活支援、進路支援その他支援の取り組みは、学生支援に関する大学として

の方針に沿って実施されているか。 

［修学支援］ 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育は、どのように行われているか。 

・学生の自主的な学習を促進するための支援は、どのように行われているか。 

・障がいのある学生や、留学生に対する修学支援は、どのように行われているか。 

・学習の継続に困難を抱える学生（留年者、退学希望者等）への対応は、どのように行

われているか。 

・学生に対する経済的支援（授業料減免、学内外の奨学金を通じた支援等）は、どのよ

うに行われているか。 

・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供はどのように行われているか。 

［生活支援］ 

・学生の心身の健康、保健衛生等に関わる指導、相談は、どのように行われているか。 

・ハラスメント防止など学生の人権保障に向けた対応は、どのように行われているか。 

［進路支援］ 

・学生の社会的及び職業的自立に向けた教育（キャリア教育）は、どのように行われ

ているか。 

・進路選択に関わる支援やガイダンス、その他キャリア形成支援は、どのように行わ

れているか。 

・博士課程における、学識を教授するために必要な能力を培うための機会の設定又は

当該機会に関する情報提供は、どのように行われているか。 

［その他支援］ 

・部活動、ボランティア活動等の正課外における学生の活動への支援など、上記の他

にどのような支援が行われているか。 

 

＜学務部＞ 

【現状説明】 

[修学支援] 

・補習・補充教育の主体は、学科となっている。 

・外国語奨励賞や各種検定試験の受験料を補助するなど授業以外の学修を支援している。また、2022 年

度より TOEIC の e-learning の提供が開始される。 

・授業欠席の多い学生の調査結果を学科に提供し、学科教員による指導をサポートしている。202 年は IC-

UNIPA の出欠管理を利用することで情報提供までの時間が大幅に短縮できた。 

・障がいのある学生の支援は、学科教員と学務部学務課学生生活担当が主に、留学生については、地域・

国際交流センターが主に担っている。 

・留年生、休学希望者、復学希望者については、学科で面談を行い、卒業に至るように助言・指導してい

る。学務部は、制度や手続きについての説明を行い、学生が適切な選択をできるようにサポートしてい

る。 
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・経済的支援には、授業料減免制度、大学独自の奨学金、金融機関と共同での「教育ローン」の提供など

があり、その情報提供は『Campus Life』や IC-UNIPA、学内掲示等で適切に行っている。 

・2020 年度からのオンライン授業実施に伴い、ノート PC の貸与(50 台)を行っている。 

[生活支援] 

・心身の健康等に関する指導・相談の窓口は、学務部学務課学生生活担当、保健室、カウンセリング研究

室などが主なる部署となるが、学科教員をはじめキリスト教センターなど大学内の様々なところが相談

の窓口となっている。 

・ハラスメントについては、学園に「ハラスメント防止委員会」があり、『Campus Life』、HP、学内のポ

スターなどで周知している。 

[その他の支援] 

・「茨城キリスト教大学学生団体企画奨励金」制度を設けて、学生の自主的な団体活動を経済面で支援し

ている。 

・コロナ禍においても可能な限り課外活動ができるように、感染状況に応じた活動方針、サークル活動を

実施する際のマニュアルや感染予防のための仕組みを整えて運用している。 

 

【改善の方策】 

本学においては様々なシーンで学生の相談に応じているが、その情報が関係者に共有される公的な仕組

みがない。特に障がいのある学生の支援に関しては教員と事務サイドの協力があるとより効果的な支援が

できると考えられる。そこで既述した「茨城キリスト教大学障がい学生支援ガイドライン」を策定し、情

報の共有と合理的配慮の検討を 2022 年より全学的に実施する予定である。 

 

＜キャリア支援センター＞ 

【現状説明】 

[進路支援] 

コロナ禍による難しい局面ではあったものの、2020 年度は過去 10 年間で最も高い就職率となった。学

生面談については、感染拡大による緊急事態宣言をきっかけとして始まった①オンライン②電話③対面に

よる対応を恒常化させ、学生の希望に応じて柔軟に対応する流れを定着させた。学科担当制による面談を

中心とした支援を展開しているが、これに EQ（行動特性検査）や R-CAP（職業適性検査）といったアセ

スメントを使った科学的なアプローチによるフィードバックを併用することで、学生の自己理解や就職観

の醸成と促進に有効なツールとして活用している。就活支援講座においては、感染状況を睨みながら実施

時期を探っていった結果、オンラインを中心とした講座編成を組まざるを得なかった。公務員合格者は、

公務員試験対策室との連携強化による手厚い支援が大幅な合格者増につながった。教員採用試験では、茨

城県の試験制度に大幅な変更があったにも関わらず、新たに開設された教員採用試験対策室による充実し

た指導のもと多くの合格者数を出すことができた。 

 

【改善の方策】 

[進路支援] 

就活支援講座については、就活開始期の早期化に対応するため低年次向け講座の充実を図っていきたい。

さらに、インターンシップ準備期における講座も例年より早い時期の設定で準備を進めている。各業界の

理解を深めるために企画している業界研究会では、特定の専門職における参加学生数が伸び悩んでいるこ

とが課題となっており、学科との連携をとりながら望ましい実施時期を模索していきたい。公務員試験対
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策室との連携は良好である一方で、外部に委託している公務員試験対策講座のカリキュラム構成には再考

の必要を感じる。学生の受講満足度を把握しつつ、講座内容の見直しと充実を図るための検討を進めてい

る。 

 

基準７ 学生支援 

点検・評価項目③ 

学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもと

に改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学生支援に関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体制、方法、

プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、学生支援の改善・向上に向けた取り組みは、どの

ように行われているか。 

学務部（学生） 

 

 

＜学務部＞ 

【現状説明】 

・「学生生活満足度調査」は、毎年 9 月中に IC-UNIPA で行い、結果の要約を学科の学生委員に渡し、合

同教授会でも紹介はしているが、学生へのフィードバックはなされていない。アンケートに寄せられる

要望に応じて施設の改善などを毎年の予算に反映させているが、予算が承認されるとは限らない。 

・「卒業生アンケート」については実施に留まる。 

・2020 年度オンライン授業に関するアンケートは、学期終了時に実施し、そのまとめを教授会で報告し、

IC-UNIPA で公開している。2021 年度については、オンライン授業の割合が下がり、回答数も減少し

たことから、実施と要約作成にとどまっている。 

 

【改善の方策】 

「学生生活満足度調査」のフィードバックには、単なる数字的な結果に加えて、自由記述に寄せられた

要望に対応した改善の事例（例：トイレの改修など）、あるいは学生の要望が対応済みであること(例：空

き教室の検索の仕組み)などを大学側がコメントし、そのことで、声を上げれば大学はそれに応える姿勢が

あるということを感じられるようにしたらいいと考える。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目① 

学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方針を

明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育研究等環境の整備に関する方針は、どのような内容か。 

・教育研究等環境の整備に関する方針は、どのように学内で共有されているか。 

学術研究セン

ター 

 

＜学術研究センター＞ 

【現状説明】 

2020 年度には無線 LAN 環境の整備・拡張および最適化がすすめられ、オンライン授業等実施への対応
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及び今後の ICT 教育推進に向けて、学内のネットワーク環境が整備・拡充された（2020 年度事業報告

書）。 

教育研究等環境の整備に関する方針の共有について、第 15 期経営計画に関しては、教授会において学

長から、また大学 HP において公開されている。また経営計画に関連するアクションプランについては、

学長が集約し、学部長会議にて取りまとめ、各学科、各事務部署に周知している。 

 

【改善の方策】 

教育研究等環境の整備に関する方針の明示については、これまで大学 HP 等にアクションプランとして

掲示されていたが、2021 年度より学園の方針が変更となり、詳細までは公開されなくなった。学内にお

いてはこれまでと同様にアクションプランとして示されていることからも、情報共有については心配ない

と考えるが、検討が必要かもしれない。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目② 

教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等の

教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育研究等環境は、その方針に沿ってどのように整備されているか。 

・校地及び校舎の面積は、大学設置基準を上回っているか。 

・施設・設備は、学生の学習及び教員の教育研究活動を考慮して、どのように整備されて

いるか。 

・施設、設備等の安全及び衛生は、どのように確保されているか。 

・ネットワーク環境やＩＣＴ機器は、どのように整備され、また活用の促進が図られて

いるか。 

・学生及び教職員における情報倫理の確立を図るため、どのような取り組みを行ってい

るか。 

・キャンパス環境の形成にあたって、学生生活の快適性は、どのように配慮されている

か。 

学術研究セン

ター 

情報センター 

庶務課 

 

＜学術研究センター＞ 

【現状説明】 

大学設置基準において必要とされる面積等の基準および大学に帰属する建物数から、十分な施設・設備

等を有している。中期経営計画に沿って大学内の環境整備が進められている。2021 年度は、ICT 環境の

さらなる整備・充実化を目的として、さらには今後推奨される BYOD (Bring Your Own Device)に対応す

るため大容量通信が可能な機器への更新が進行中であり、2022年度までの 2か年計画で実施されている。 

政府が推進する「数理・データサイエンス・AI（リテラシーレベル）モデル」に沿ったカリキュラムを実

施するにあたり、全学部の学生を対象とすることから、2021 年度はその準備が行われた。実質的な稼働

は 2022 年度からとなる。 

 教職員における情報倫理については、2021 年度は、平成 30 年著作権法改正による「授業目的公衆送信

補償金制度」に対応した初めての年であった。授業における資料等の使用に関して、学務部より教職員に

対する注意喚起がなされた。 
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【改善の方策】 

 情報倫理に関する周知はまだ不十分な状態と推測できる。さらなる情報提供等を行い、意識の深化に結

び付ける必要があると考えている。 

 

＜情報センター＞ 

【現状説明】 

2021 年度は新型コロナウイルス感染症防止対策の継続のため、対面授業を主とし、教室の収容率を従

来の半分程度にとどめた分散授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド型の授業形態での実施

となった。ICT 環境においては、学内でのパソコンやスマートフォン等の活用が増加し、ネットワークの

通信量は増加傾向が続いている。幹線ネットワークの高速化の整備は完了しているが、支線ネットワーク

環境のうち通信速度の遅いネットワーク機器が点在していたため、通信遅延や通信断等が発生しており、

安定したネットワーク環境や各種システム等の情報インフラの提供・信頼性の向上が必要となっている。 

 

【改善の方策】 

今年度のネットワーク環境の整備において、支線ネットワーク環境のうち通信速度の遅い通信機器の更

新と今後の需要増加にも対応のためインターネット回線の増速を実施している。次年度以降、老朽化した

無線アクセスポイントの更新を 3 年計画で実施し、ネットワーク環境の安定・維持を図っていく。また、

パソコン教室や教卓、自習室パソコンが更新時期を迎えており、教室システムの更新を実施し、学修・研

究支援の充実を図っていく。 

 

＜庶務課＞ 

【現状説明】 

 文科省施設整備費補助金に申請することにより、教育研究環境を整備している。 

 

【改善の方策】 

 教育研究環境整備に向けた計画を策定し共有することにより、大学内で必要な施設設備を計画的に整備

し、必要に応じて補助金申請するなど、ファシリティマネジメントが必要である。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目③ 

図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。また、それらは適切

に機能しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・学生の学習及び教員の教育研究活動の必要に即し、図書その他の学術情報資料は、ど

のように整備されているか。 

・学生及び教員の利用に配慮し、図書館にどのような職員が配置されているか。 

・上記を含めた図書館の施設環境は、利用の促進にどのような効果をもたらしているか。 

図書館 

 

＜図書館＞ 

【現状説明】 
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 図書および学術雑誌等の設置にあたっては、学科毎に選任された図書館運営委員と図書館職員が協力し、

過年度利用実績および学科の特性を踏まえ、専門書を中心に選書している。また、利用者の利便性を考慮

し、館外からのアクセス促進を図るため、冊子体から電子資料への切替えに着手している。現在、図書館

においては、館長 1 名・専任職員 1 名・嘱託員 1 名・業務委託職員 11 名を配置しその運営を行っている。

なお、業務委託職員のうち、6 名が図書館司書資格を有すると共に、基本情報技術者試験、検索技術者検

定、IAAL 認定試験に合格したものを複数配置し、利用者への専門的な支援が可能な体制をとっている。 

新型コロナ感染症の影響により、ラーニングコモンズスペースの利用を停止しているが、当該エリアの

効果的活用が図書館の活性化、利用者の増加につながるものと考え、その利用方法についても検討を始め

ている。 

 

【改善の方策】 

 第 15 期中期経営計画（アクションプラン）の実効性を高めるため、業務受託業者・キャリア支援セン

ターおよび地域・国際交流センター等学内の関連部署と連携し、学生・教職員の図書館利用促進に努める。

具体的には、①非来館型サービスについて短期的・中期的に導入可能な施策の実施、②業務の質の向上を

目的に、利用者満足度調査および業務委託にかかる業務評価表の活用等を検討している。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目④ 

教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図ってい

るか。 

＜評価者の観点＞ 

・研究に対する大学の基本的な考えは、どのような内容か。 

・教員に対する研究費の支給、研究室の整備、研究時間の確保は、教育研究上の必要性を

踏まえて行われているか。 

学術研究セン

ター 

 

＜学術研究センター＞ 

【現状説明】 

2021 年度に第 15 期中期経営計画（2021-2025 年度）が定められ、その戦略Ⅱに「特色のある教育・研

究活動の推進」が提示されている。大学は戦略Ⅱの項目５．「多様な研究の推進」において、研究力の向上

および領域横断型研究の推進および外部競争的研究資金の獲得に向けた取り組みの推進が提示されてい

る。 

学術研究センターでは研究推進経費としていくつかの研究を学内公募している。特に重点課題研究は、

学長主導の研究として、本学の特色を生かした領域横断型の研究を公募している。その他にも、共同・個

人への研究助成を行い、2021 年度は 3 件の研究を助成、さらには 1 件の学術図書の出版を助成した。ま

た外部研究費獲得に向けても推進している。特に科学研究費助成事業（科研費）への採択に支援しており、

残念ながら不採択であった研究者を対象に、研究の停滞を防ぐためにも研究継続支援を行っている（「奨

励研究」がこれに該当する）。 

専任教員の研究費は「茨城キリスト教大学個人研究費使用規程」により定められており、規程に基づき

研究費を支給している。専任教員の研究室は原則、個部屋があてられている。一部、学部教員においては、

職務適応のために共同研究室となっている。また本学では週当たりの授業担当コマ数を、概ね 8 コマ未満

の授業上限を設けていることから、研究に専念できる時間は確保できている。 
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【改善の方策】 

 2022 年度の科研費採択結果は、この 3 月に内定が出されたが、申請課題 13 件中、採択は 2 件となり、

想定していたよりも少ない件数であった。改めて、研究支援について学術研究センター内で確認し、採択

に向けた施策を検討したい。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目⑤ 

研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・研究倫理や研究活動の不正防止に関する規程は、どのように定められているか。 

・研究倫理を遵守した研究活動を推進するため、どのような取り組みが行われているか

（学生に対するものも含む）。 

学術研究セン

ター 

 

＜学術研究センター＞ 

【現状説明】 

本学の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者お

よび研究に関与する事務職員の行動、態度の倫理的指針として、「茨城キリスト教大学研究倫理指針」が

定められている。また、この規程に関連し、「茨城キリスト教大学倫理審査規程」を定めており、同規程に

基づいて倫理審査委員会を設置している。特にヒトを対象とする研究において研究の適切性を審査してい

る。なお、委員会の運営については「倫理審査委員会の運営に関する内規」を設け、運営の詳細を定めて

いる。学外の有識者を含む倫理審査委員会が組織されている。 

本学では 2016 年度以降、公正な研究活動を確保することを目的として、「茨城キリスト教大学における

公的研究費の取扱いに関する規程」ならび「茨城キリスト教大学における研究活動上の不正行為への対応

等に関する規程」が整備されている。これらは、本学における公的研究費の取扱いについて、適正な運営・

管理を図るために必要な事項を定め、公正な研究活動を推進するとともに、研究活動に係る不正行為が生

じた場合に適正に対応するために必要な事項を定めている。 

 これら学内の研究倫理の意識を向上させるために、学術研究センター主催の研究倫理教育講習会を開催

している。2021 年度は 2 月に開催し、多くの教員が参加した。その後のフォローを行い、全員の受講を

進めた。本学では、2020 年度より学術振興会が提供する e-Learning コース(eL CoRE)の受講を導入して

おり、2022 年度は改めて全員受講を依頼する予定である。 

 なお、学部学生については、4 月に実施する履修ガイダンス時に研究倫理教育に関する動画の配信を行

い、意識の向上を求めている。大学院生については、4 月の履修ガイダンス時に講義形式で研究倫理教育

を行っている 

研究活動等に関する利益相反にかかわる規程「茨城キリスト教大学利益相反マネジメント規程」を 2018

年度に改定し、現在、運用している。規程に基づき、本学専任教員全員に対して、「定期自己申告書」を毎

年度末提出するよう義務づけている。提出先は同規程に基づく利益相反マネジメント委員会であり、その

長には副学長を充てている。 

 

【改善の方策】 

 本学では、知的財産権にかかわる規程がまだ未整備である。併せて他研究機関と共同研究を行うために
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必要な規程も不十分であり、研究者保護のためにも規定の整備・改善が必要であると考える。また、研究

倫理については定期的に教育を行い、さらなる意識の向上に努める必要がある。 

 

基準８ 教育研究等環境 

点検・評価項目⑥ 

教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育研究等環境に関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基準、体制、

方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、教育研究等環境の改善・向上に向けた取り組み

は、どのように行われているか。 

学術研究セン

ター 

 

＜学術研究センター＞ 

【現状説明】 

 教育研究活動に関する自己点検・評価は、各学科・部署が示す 2021 年度アクションプランの自己点検・

評価の結果をもとに実施した。また学術研究センターでは、センターに所属する所員により組織される研

究員会議を開催し、意見聴取を行うことで、今後の研究支援体制の構築に努めている。 

 校舎・研究室等の研究関連施設・情報関連施設については法人本部管財課との連携によりすすめられ、

施設の点検・評価を逐次実施し、緊急の対策を要する場合には学長の指示を経て即時復旧に努めている。 

 

【改善の方策】 

 2021 年度、研究員会議は開催したが研究員からの意見聴取を行うことが出来なかった。次年度以降は、

開催時に意見聴取を行う予定である。必要に応じて教育研究活動の改善に向けた施策を考えたい。また研

究推進経費の項目のうち、重点課題研究は学長主導のもと行われる研究であり、その採択は研究支援委員

会にて行われる。重点課題研究が終了したのちは、その成果に対して評価・点検を行い、更なる研究支援

に向けた資料とすべきであると考えている。2021 年度は、検討をすすめていたが、間に合わなかった。 

 

基準９ 社会連携・社会貢献 

点検・評価項目① 

大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する方針

を明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・社会連携・社会貢献に関する方針は、どのような内容か。 

・社会連携・社会貢献に関する方針は、どのように学内で共有されているか。 

地域・国際交流

センター 

カウンセリン

グ子育て支援

センター 

 

＜地域・国際交流センター＞ 

【現状説明】 

  本学は、建学の精神である隣人愛に基づいた共生の精神を土台として、下記に示す「地域連携方針」

を定めている。同方針は大学 HP で公開している。地域・国際交流センターでは、この方針に則り、様々

な社会連携・社会貢献事業を展開している。 
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１．本学が「総合大学」としての教育・研究活動を通じて有する知的・人的資源を、地域社会・地域

住民の方々に対して還元していきます。 

２．地域社会が有する知的・人的資源を本学の教育・研究に活用していきます。 

３．地方自治体との連携事業を通じて、地域社会の発展や課題解決に寄与します。 

４．教育・保健医療・福祉に関わる組織との連携を通じて、地域社会の発展に寄与します。 

５．企業との連携を通じて、地域産業の発展に寄与します。 

６．他大学との連携を通じて、地域の学術の発展と人材育成に寄与します。 

７．高大連携事業を通じて、地域の教育水準の向上に寄与します。 

 

【改善の方策】 

「地域連携方針」は大学 HP に掲示されているものの、地域・国際交流センターが管理する大学 HP 内

「地域・社会貢献」のサイトには、リンクが張られていない。そのため、学内・外での方針の共有は不十

分な状態にある。今後は同方針を「地域・社会貢献」から直接閲覧できるようにすることで、学内・外で

の方針の共有を徹底させたい。 

 

＜カウンセリング子育て支援センター＞ 

【現状説明】 

「我らが学園の教育理念」では「社会に進んで奉仕し、人類の福祉と世界の平和に貢献する人間の育成

を目的とする」と謳っている。本学ではこの理念に基づき、下記の「地域連携方針」を定め、Web サイト

等で公表している。カウンセリング子育て支援センターでは、この方針に則り、様々な活動を展開してい

る。各々の重点項目は次の通りである。 

１．本学が「総合大学」としての教育・研究活動を通じて有する知的・人的資源を、地域社会・地

域住民の方々に対して還元していきます。 

２．地域社会が有する知的・人的資源を本学の教育・研究に活用していきます。 

３．地方自治体との連携事業を通じて、地域社会の発展や課題解決に寄与します。 

４．教育・保健医療・福祉に関わる組織との連携を通じて、地域社会の発展に寄与します。 

５．企業との連携を通じて、地域産業の発展に寄与します。 

６．他大学との連携を通じて、地域の学術の発展と人材育成に寄与します。 

７．高大連携事業を通じて、地域の教育水準の向上に寄与します。 

 

【改善の方策】 

カウンセリング子育て支援センターでは、上記「地域連携方針」１～４に関連して、様々な活動を行っ

ているが、本センターの活動が上記「地域連携方針」に則った意義あるものであることが、学内で充分に

周知されているとは言えない。学内での活動報告の際などに、本方針に沿った活動の具体的内容とその意

義を周知する必要がある。 

 

基準９ 社会連携・社会貢献 

点検・評価項目② 

社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実

施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

＜評価者の観点＞ 

地域・国際交流

センター 

カウンセリン

グ子育て支援

センター 
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・社会連携・社会貢献に関する方針に沿って、学外機関、地域社会等との連携による取り

組み、大学が生み出す知識、技術等を社会に還元する取り組み等は、どのように行われ

ているか。 

・社会連携・社会貢献活動において、社会的要請（地域社会のニーズ等）は、どのように

反映されているか。 

 

＜地域・国際交流センター＞ 

【現状説明】 

・本学では、「地域連携方針」のもとで、社会連携・社会貢献を積極的に展開している。地域・国際交流セ

ンターの 2021 年度の成果としては、学外機関や地域社会と連携した各種大学生ボランティアの募集・

派遣、地元の小学校や高校と連携した外国にルーツのある子どもたちの学習支援［IC with U プロジェ

クト］、日立市と連携した学生たちによる地域の課題解決に向けた研究・提言［学生プロジェクト］など

が挙げられる。 

・地域・国際交流センターでは、茨城県内の提携自治体や教育機関との連絡協議会を定期的に開催するこ

とで、社会的要請の把握に努めている。また、本センターが窓口になり、学外機関、地域社会からの社

会的要請を広く受け付けている。寄せられた要請は、内容に応じて本学の該当部署に伝達している。 

 

【改善の方策】 

・2021 年度はコロナ禍の影響のため、日立青年会議所との共催事業「ひたち防災フェス」をはじめとす

る複数の社会連携・社会貢献事業が、残念ながら中止やオンライン事業への変更となった。次年度は、

新型コロナ感染予防に十分配慮した上で、多くの事業を対面式で展開していきたい。 

・現在は、地域から寄せられた社会的要請を中心に、社会連携・社会貢献事業を展開している。今後は、

本学が社会連携・社会貢献事業を主体的に企画・立案したうえで、地域社会・学外機関と連携しながら、

事業を展開してきたい。 

 

＜カウンセリング子育て支援センター＞ 

【現状説明】 

カウンセリング子育て支援センターカウンセリング研究室においては、①地域住民からの心理相談・発

達相談に応じると共に、②高校生の心をささえる相談相手として「キャンパスエイド」を 2018 年より高

萩高等学校に派遣している。また③2020 年度より、日立市と巡回支援専門員事業にかかわる委託事業契

約を結び、幼児教育の場に本学教員が赴き、支援を必要とする子どもを預かる保育者の相談に応ずるアウ

トリーチ型コンサルテーションの形態で、教員の専門性を地域に還元している。 

また、同センター子育て支援室では、①年間 4 講座のべ 22 回の、有資格教員による子育て支援講座、

②年間 14 回の発達支援講座に加え、教員の専門領域を紹介する③012 歳児親子対象単発講座 4 回、④小

学校低学年向け夏休み講座 4 回を企画・運営してきた。これらの地域住民対象の保育付き講座ならびに日

立市保健センター主催の発達支援教室等に、文学部児童教育学科ならびに生活科学部心理福祉学科学生・

院生が授業の一環あるいは実習として参加できるようコーディネートすることで、保育スタッフの指導の

下、現場で子どもに密に接し、教員の事前指導とカンファレンスによって、子ども子育てを支える専門家

としての実践知を修得する場を作ってきた。 

 

【改善の方策】 
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地域社会の諸機関と連携して大学の専門知を地域社会に還元し、学生を育てる取り組みは、一部教員の

個人としての働きによって実現しているが、大学・センター組織として地域社会と恒常的に連携し、現状

の問題点を把握し、将来への展望を持って、研究成果を地域住民に還元する仕組みが、充分に整備されて

いるとは言えない。大学の知を真に地域に還元するためには、大学で専門知を修得した学生・院生が活躍

できる場を地域に創設することも視野に入れて、学内はもとより、地域社会・学外機関に働き掛け、連携

することが必要であろう。 

 

基準９ 社会連携・社会貢献 

点検・評価項目③ 

社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・社会連携・社会貢献活動に関する自己点検・評価は、どのように行われているか（基

準、体制、方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、社会連携・社会貢献活動の改善・向上に向けた取

り組みは、どのように行われているか。 

地域・国際交流

センター 

カウンセリン

グ子育て支援

センター 

 

＜地域・国際交流センター＞ 

【現状説明】 

地域・国際交流センターでは、アクションプランの中間・最終評価において、社会連携・社会貢献活動

に関する自己点検・評価を行っている。また、提携自治体や教育機関との間で毎年開催している連絡協議

会でも、自己点検・評価を実施している。こうして得られた自己点検・評価の結果に基づき、社会連携・

社会貢献活動の改善策を検討している。 

 

【改善の方策】 

今後は、地域・国際交流センター運営委員会でも、毎年度末に自己点検・評価を実施する。また、自己

点検・評価の結果を同委員会で検討し、改善・向上を図る。さらに、自己点検・評価の結果と改善・向上

策は、大学が毎年発行する自己点検評価報告書に掲載する。 

 

＜カウンセリング子育て支援センター＞ 

【現状説明】 

カウンセリング子育て支援センターの社会連携・社会貢献の適切性についての点検は、センター運営会

議で、講座内容の検討・運営体制の見直しなどの形を取って随時、具体的に行っているが、学内他部署に

センターの社会貢献活動について理解・協力を得る働きかけ、また学外諸機関との連携の質・密度を上げ

る働きかけは充分とは言えない。 

 

【改善の方策】 

コロナ禍により地域社会と大学が出会う場の維持は困難を極め、オンライン講座の実施、ランチタイム

廃止などの対策により、この二年間、地域の人々と出会う学びの場維持に努めてきた。ポストコロナの社

会を住みよくするために、大学の専門知を基盤に、人と人とが支え合う場を創設すべく、地域の公共機関・

NPO・民間企業等との連携を図ることが必要といえる。 
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基準 10 大学運営・財務 

（１）大学運営 

点検・評価項目① 

大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要な大

学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学運営に関する方針は、どのような内容か。 

・大学運営に関する方針は、どのように学内で共有されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

中・長期の計画等を実現するための大学運営に関する方針として、第 15 期中期経営計画を策定した。

その内容については基準 1 で紹介しており、本学 Web サイトにも掲出されている。 

第 15 期中期経営計画の実現施策として策定したアクションプランは、各学科・専攻および学内部署毎

に立てられており、毎年度の中間報告と年度末報告を行うことにより、大学運営に関する方針は十分に周

知されている。 

 

【改善の方策】 

 第 15 期中期経営計画の一環として立てられているアクションプランは、毎年度の中間期および年度末

に点検・評価を行うことで、適切なアクションプランを立てているかどうか見極めることとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目② 

方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、これらの

権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営を行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学運営に関わる組織等は、大学運営に関する大学としての方針に沿って、どのよう

に編成されているか。 

・学長等の役職者、教授会等の機関について、それぞれどのような権限と役割が規程上

定められているか。 

・意思決定、権限執行等は、関係法令や規程に従って行われているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

１．学長の選任方法と権限の明示、学長による意思決定及びそれに基づく執行等の明示 

大学学則の第 47 条に、学長を置くことを定めている。学長の選任については「茨城キリスト教大学学

長候補者選出規程」が規定する。すなわち、全教職員の選挙により候補者が選出され、理事会による承認

の後、理事長によって任命されるという手順である。学長の任期は 4 年とし、再選を妨げないが、再任後

の任期は 2 年で、連続して 6 年を超えることはできないというのが同規程第 3 条の定めである。学長候補

者選挙の実施に際しては、同規程に基づいて全教職員の中から選出された選挙管理委員によって選挙管理
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委員会が組織され、厳正なる管理運営の下で執り行われる。選出方法は上記規程に詳細に定められており、

第 1 次選挙および第 2 次選挙を経て候補者が選出される。第 2 条には「学長候補者は、人格・識見ともに

すぐれ、本学の教育目的に理解ある者でなければならない」と謳い、また第 7 条の「学長候補者としての

被選挙権者は、原則として本学のいずれかの教授会の構成員である専任教授とする。ただし、本学専任教

員の 20 名以上の推薦を受けた学外者は、被選挙権を有するものとする」との条項によって学外者の被選

挙権の可能性も明文化している。 

学長の権限についても、主として次の 3 点を明示している。 

第一に、学則における教授会および大学運営会議に係る条項において、「学校教育法の規定に則り校務

をつかさどり、かつ所属職員を統督する」ことを明示している。 

第二に、本学諸規程の末尾にもほぼ例外なく、「本規程（および改定）は学長がこれを定める」との条項

を設けてきた。本学規程はいずれも学長がその校務をつかさどる上で、構成員の全業務を統督するため予

め必要な事項を定めて周知徹底することを目指すものであり、このことを「学長が定める」との条項をも

って端的に明示したものである。 

第三に、特に大学運営の中心となる大学運営会議や教育課程評議会、人事委員会、財務委員会、自己点

検・評価運営委員会、および合同教授会といった中心的な会議の主催には、学長がその任にあたることと

している。いずれの会議体も、学長判断に資するための意見集約の場として性格づけ、またその通りに機

能している。 

 

２．副学長の選任方法と権限の明示 

大学学則第 47 条第 2 項において、「学長は、指名により副学長を置くことができる」と定め、その職務

については「茨城キリスト教大学副学長選出規程」の第 1 条において、「副学長は、学長を補佐し大学運

営全般にあたる」と規定している。同規程第 2 条ではその一環として、「（１）学長の命ずる職務を遂行す

ること」「（２）学長に事故等あるとき、その職務を代行すること」「（３）必要に応じて、学長の命により

会議に出席すること。この場合において、当該会議の構成員でないときは、議決に加わることはできない」

と定める。 

 

３．学部長の選任方法と権限の明示 

学部長は学長・副学長と同様、大学学則第 47 条においてその役職を置くことを規定し、その選任方法

については「茨城キリスト教大学学部長選出規程」において定めている。同規程第 4 条により、当該学部

の専任教授または准教授の内から、当該学部教授会の全構成員による選挙によって選出され、投票および

開票は当該学部教授会の場で行われ、その席上において選出される。投票結果は当該学部教授会議長より

学長に報告され、学長同様に理事会による承認の後、理事長によって任命される。権限については同規程

第２条において、「学部長は学長を補佐し大学の運営に当たると共に、当該学部を統括する」とし、学部教

授会の主催者であるとともに当該学部の運営責任者として位置づけている。 

 

４．研究科長の選任方法と権限の明示 

研究科長は、「茨城キリスト教大学大学院学則」の第 33 条第２項においてこれを置くことを定め、その

選任については同条において、「本大学院における授業および研究指導を行う教授をもって充てる」（同条

第 2 項）、「各研究科長は、各研究科会議の選挙によって選出される」（同条第 3 項）と規定している。研

究科会議を主催するのが研究科長であり、研究科の管理運営に係る責任を付与されている。 
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５．その他の役職者の選任方法と権限の明示 

各センター長・部長および副センター長・副部長については、すべて学長による指名によって選任して

いる。いずれもその権限については、当該組織の職務を定める各規程において明示している。事務組織の

事務長・部長・次長・課長については、理事長、事務局長ならびに学長との調整により、原案を作成し常

任理事会で審議し理事長が任命し選任している。 

 

６．教授会・研究科会議の役割の明確化 

教授会は大学学則第 49 条において、次のように「学長に対する意見表明」を担う組織として位置づけ

ている。 

第 16 章 教授会 

第 49 条 学長が学校教育法の規定に則り校務をつかさどり、かつ所属職員を統督するにあたり、必

要な事項を決定するために参酌すべき意見を表明する組織として、本学に各学部教授会およ

び合同教授会を置く。 

 

各学部教授会の構成員および主催者は次の通りである。 

    ２ 各学部に学部教授会を置き、当該学部の学部長、教授、准教授、講師および助教をもって組

織する。ただし、学長、副学長、年度毎に雇用契約を結ぶ教育職員を除く。 

３ 各学部教授会は、当該学部長が主催・招集する。 

 

各学部長が学長に対して表明する意見を定めるため、その審議事項とするものについては次の通り規定

している。 

    ４ 各学部教授会は、学長に対し意見として表明する次の事項を審議決定する。 

１）当該学部学生の入学および転科に関する事項。 

２）当該学部学生の試験および卒業に関する事項。 

３）当該学部学生の指導、厚生、賞罰に関する事項。 

４）他学部からの転部に関する事項。 

５）当該学部の教育課程に関する事項。 

６）当該学部の諸規程に関する事項。 

７）当該学部の教員の採用または昇任に関し、学園理事長に推薦する事項。 

８）その他当該学部の運営に必要な事項のうち、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学

長が定めるもの。 

 

合同教授会についても同様に、同条第５項以降において次のように定めている。 

    ５ 合同教授会は、各学部教授会の構成員をもってこれを組織する。 

６ 合同教授会は、学長が主催・招集する。 

７ 合同教授会は、学長に対し意見として表明する次の事項を審議決定する。 

１）本学学則・諸規程の改正に関する事項。 

２）その他全学の運営に関する事項のうち、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が

定めるもの。 

 

また、特に学長と教授会との権限関係については、学長は教授会の意見を最大限に尊重すること、また
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その意見に反する意思決定を行うことがあること、およびその場合には教授会に対して説明責任を有する

ことの 3 点について、次のように規定している。 

第 50 条 学長は、前条に定める各学部教授会および合同教授会の決議を尊重し、原則としてその決

議に即して校務をつかさどる。 

２ 学長は、その法的機能により教授会決議事項と異なる校務の執行を決定するとき、または教

授会決議事項を執行しないことを決定するときは、当該教授会に対し速やかにその理由を説

明する義務を負う。 

 

以上の事柄は、大学院における研究科会議についても同様である。研究科会議に係り上述の教授会の役

割・権限に相当する事項ならびに学長との権限関係については、すべて学長が裁定する関係諸規則等にお

いて上述と同様の事項を定めている。 

７．教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

 

理事会は、学園寄附行為第 13 条第 2 項において、「学校法人の業務を決し、 理事の職務の執行を監督

する」と定め、第 15 条でその業務の詳細を以下のように定めている。 

第 15 条 理事会の業務は、次のとおりである。 

（１）予算、決算並びに資産の管理及び処分に関する事項 

（２）人事及び業務に関する管理事項 

（３）法人の根本方針の決定に関する事項 

（４）その他この法人の業務に関する事項 

 

すなわち、理事会は、学校法人の方針を決め、各教学部局の教学責任者である学長等の職務執行にあた

って管理・監督を行う。 

学園寄附行為施行細則第７条は、年間 4 回の定例理事会（3 月、5 月、9 月、12 月）を開催すると定め

る。緊急事案については、臨時理事会を開催することになっている。同第８条には常務を処理するための

常任理事会を置くとある。これは理事長および学園の教職員理事をもって組織され、月 2 回開催している。

同第 9 条は委員会の設置を規定し、各理事が総務委員会、財務委員会に所属すると定めている。理事会総

務委員会は、学校法人の業務全般について検討する。学校行事等運営全般、教職員人事、学生生徒等納付

金、施設設備、地域連携等がその主な内容である。理事会財務委員会は、学校法人の財政全般について検

討している。これら総務委員会、財務委員会における検討ののち、常任理事会において審議し、さらに、

理事会における決定となる。 

理事長は、私立学校法第 37 条に基づき学園寄附行為第 11 条において法人を代表する者とされる。理事

である大学学長は、学校教育法第 92 条第３項に定められる「校務をつかさどり、所属職員を統括する」

者として、包括的・大局的な立場において校務を管理運営し、所属教職員を管理監督する立場にある。理

事会は、学長に対してその管掌事項に関する通常的な権限を委譲している。大学教員の人事についても、

大学人事委員会の議を経て、教授会での審議したのちに、最終的な決定を常任理事会が行う。 

理事長は、学園寄附行為第 19 条に規定する評議員会および評議員に対し、寄附行為第 25 条に基づき

「予算、借入金（当該会計年度内の収入を以て償還する一時の借入金を除く）及び重要な資産の処分」「事

業計画」「予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄」「合併」「私立学校法第 50 条第 1 項第 1 号及び第 3

号に掲げる事由による解散」「寄附行為の変更」「その他この法人の業務に関する重要事項で理事会におい

て必要と認めたもの」に関する事項が生じた場合に諮問をし、評議員会の意見を聞かなければならない。
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大学関連の評議員は、大学学長、学部長、事務職員から選出された者、大学同窓会長である。評議員会は、

法人の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況について役員に意見を述べ、諮問に答え、ま

たは役員からの報告を徴することができる。 

 

【改善の方策】 

 毎年実施する自己点検・評価により、学長等の役職者、教授会等の機関について、それぞれに付与され

ている権限と役割が適切に実行されているかどうか見極めることとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目③ 

予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・予算編成は、どのように行われているか。 

・予算執行は、どのように行われているか。 

・予算執行における透明性は、どのように確保されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

「予算編成方針」は、毎年 9 月の理事会財務委員会、常任理事会において審議し決定する。そこでは、

入学者数、学納金納入額、人件費、経常経費、施設設備計画、重点施策計画、財務計画(特定資産積立計画

等)、経営指標目標(事業活動収支差額比率、前受金保有率等)を十分に検証し、全部局の理事によって検討

がなされる。 

それに基づいて、大学予算責任者である大学学長は各学部・部署の予算担当者に「予算編成方針」を説

明する。その担当者等は 10 月から予算原案の策定に入り、11 月中旬以降に大 学学長・副学長・事務長

による部署毎のヒアリングを行って調整をする。それにより大学予算案の骨格が出来上がり、12 月の大

学財務委員会（学長、副学長、学部長、事務長、学科主任、各部課長等）においてこの予算原案を審議し

完成させる。その後 1 月に財務担当理事によるヒアリングがあり 2 月の理事会財務委員会の議を経て、常

任理事会の審議、3 月の評議員会ならびに理事会で承認され、最終的に予算成立の運びとなる。 

以上の本学の予算編成プロセスにおいては、その役割分担も明確であり、予算配分についても合議制の

もとになされている。なお、当該年度 6 月以降に補正予算編成を行っている。これは学生数の確定に伴う

収入額の補正、前年度決算額の確定による繰越額の修正を主としている。予算の執行は、月末毎に集計さ

れる予算執行状況を確認しながら予定事業の計画的な実施、予算超過の抑制を意識するなど、明確な責任

体制のもと実施されている。 

 

【改善の方策】 

予算編成を行う学長以下、予算編成に関わる教職員が「学校法人茨城キリスト教学園寄附行為」第 8 条

と第 9 条に基づいて監査を受け、本学の予算執行プロセスが明確性と透明性を毎年度担保していることに

留意することとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目④ 

大学執行部 
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法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な事

務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・事務組織は、大学業務を円滑かつ効果的に行えるよう、編成されているか。 

・職員の採用、昇任等の人事は、どのように行われているか。 

・多様化、専門化する課題に対応するために、専門的な知識及び技能を有する職員の育

成、配置等について、どのように配慮されているか。 

・大学運営において、教員と職員はどのように協働しているか。 

・職員に対する業務評価や、それに基づく処遇改善は、どのように行われているか。 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

2021 年度現在の大学における事務職員体制としては、専任事務職員 46 名、常勤嘱託員（無期）5 名、

嘱託員 27 名、短時間職員（無期）3 名、再雇用職員 1 名、臨時職員 11 名の計 93 名が、「茨城キリスト教

大学就業規則」に則り業務にあたっている。事務職員および用務職員の採用に関しては、その第 7 条にお

いて「理事会の議を経て理事長がこれを行う」と定め、「茨城キリスト教学園法人本部就業規則」第 37 条

において、「職員の採用は所属長の意見をきいて理事長がこれを行う」と規定している。具体的には、法人

事務局総務部で採用計画案を作成し、理事会総務委員会を経て常任理事会で審議・決定する。概ね、例年

4 月に募集を開始し、6 月に採用試験を実施する。採用試験は、書類選考、筆記試験（論文試験等）、個人

面接、役員面接を内容とする。採用決定に関しては、7 月末の常任理事会において行っている。専任職員

の男女比、年齢層、業務量と職員数のバランス等を考慮し、組織の活性化と人材の育成、人件費抑制等を

勘案して、本学園の教育理念・使命を十分理解した職員の確保に心掛けている。 

また、有期雇用の嘱託員から専任事務職員への登用に関しては、嘱託員の就業に関する規程第 15 条「専

任職員への転換」に基づき、専任採用と同様に試験を行い決定している。その手続きは、毎年 8 月に嘱託

員の業務評価（1 次評価者、2 次評価者）を実施し、その後に所属長から専任職員への登用に関する推薦

状が提出され、その中から事務管理職者の次長以上の選考会議を経て対象者を絞り、課題論文として本学

園の重点課題への提言を課し、また役員面接を行って選考するという流れで行っている。最終的に、理事

会総務委員会を経て常任理事会で審議・決定する。 

異動に関しては、大学就業規則第 10 条において、「理事長は、業務の都合により、学長の意見を聴取し

たうえで、事務職員に業務の変更を命じることができる」と規定し、学園法人本部就業規則第 20 条には

同様に「理事長は業務の都合により、所属長の意見をきいて、職員に業務の変更を命じることができる」

としている。定期異動は、業務等の関係により異動月が変わることもあるが、毎年 4 月および 7 月を原則

として実施している。「茨城キリスト教学園事務職員人事異動規程」に基づいて、法人事務局長は毎年 2 月

末までに人事異動資料を作成し、理事長に提出する。その過程で学長の意見を聴取する。この人事異動資

料を基に、理事長の責任において最終人事案を作成し、理事会総務委員会ならびに常任理事会で審議・決

定する。 

事務職員の昇格等に関しては、「茨城キリスト教学園事務職員任用規程」を設け、法人事務局において

運用している。具体的には、毎年 2 月末までに事務局長が選考資料案を作成して理事長に提出する。理事

長は自身の責任の下で最終案を策定し、理事会総務委員会に諮ると共に常任理事会において審議・決定す

る。なお、現在、職員評価基準等を明確化するための規程の整備を進めている。 

業務評価と処遇改善に関しては、各所属部署内における管理職者と年 3 回目標面談により、業務の進捗
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などの確認を行っている以外に、事務局長と総務部長が専任事務職員全員を対象として、年 1 回キャリア

形成シートによる面談を実施している。専任事務職員を除く事務職員に対しては総務課長が個別面談を行

っている。 

 

【改善の方策】 

法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援等が円滑に行われているかどうかについては、

学長はじめ、各部署の長が常に注視することで改善の必要があるかどうかを判断することとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目⑤ 

大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の向上を

図るための方策を講じているか。 

＜評価者の観点＞ 

・大学運営に関する教員及び職員の資質向上を図るため、教員及び職員に対して、どの

ようなスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）活動が組織的に実施されているか。 

大学執行部 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

2012 年度から職員面談制度を取り入れ、法人事務局長と総務部長による専任事務職員全員と個別に話

し合いの場を持っている。面談の基礎資料は、本人が事前に提出するキャリア形成シートである。これに

は、担当職務、適性、仕事量、難易度、部署内コミュニケーション、職場環境、今年度の目標、これまで

のキャリア、学内プロジェクトへの参画、学外研修会への参加状況、業務外活動への取り組み、今後のキ

ャリア形成志向等が記されている。面談の中で、キャリアパスや業務に向う姿勢についての意見交換を通

じ、本学園の求める職員像を確認しながら事務職員の意欲・資質の向上に資する一助としている。 

加えて、SD 研修を活発に行うことの重要性に鑑み、本学園では夏期休業期間を利用して毎年研修を実

施している。これは、本学園の建学の精神を基にした学生・生徒・園児への支援体制の充実を目的に、テ

ーマに基づくグループ・ディスカッションと発表を行うことにより、職員力向上に繋がっていると認識し

ている。また、これを通じて部局間や各部署間の情報共有も進み、総合学園としての一体感と相互コミュ

ニケーションの深化にも役立っている。教育理念における研修としては、毎年度 IC ビジョン・フォーラ

ム（学園キリスト教教育研修会）が行われている。 

 

【改善の方策】 

 教員の教育能力の向上のための FD は、近年活発に実施されるようになったが、教員の SD 活動への参

加率は高くないので、積極的な参加を促していきたい。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目⑥ 

大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもと

に改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

＜評価者の観点＞ 

・監査は、適正なプロセス及び内容で行われているか。 

大学執行部 
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・事務組織のあり方等を含む大学運営に関する自己点検・評価は、どのように行われて

いるか（基準、体制、方法、プロセス等）。 

・上記の自己点検・評価結果に基づき、大学運営の改善・向上に向けた取り組みは、どの

ように行われているか。 

 

＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

大学運営の適切性に係る点検・評価については、第 15 期中期計画の個所で前述したが、特に教学運営

に関しては教育課程評議会や授業改善委員会によって適宜実施している。以下、法人事務局による監査プ

ロセスについて追加検証する。 

監事の選任及び職務については学園寄附行為第８条に定めている。現在、選任された２名の監事が、学

園寄附行為および監事会規程に則り、本学を含む法人の業務の全体とその財産状況等を監査している。毎

会計年度に監査報告書を作成し、当該会計年度終了後に理事会と評議員会に提出することとしており、こ

の作業の過程で監事と監査法人による会計監査方針の説明、会計監査結果説明、学園監事とのディスカッ

ションも、2010 年度から実施されている。監事は、理事会・評議員会だけでなく、文部科学省主催の監

事研修会への出席や設置認可時の文部科学省のヒアリングにも同席し、その責務を全うしている。 

学園の監査室は、学園業務の適正化・効率化、教職員業務に関する意識の向上により学園の健全な発展・

社会的信頼の保持に資する目的のもとに 2009 年度に設置された。2011 年度に学園内部監査規程を設け、

学園内の監査室職員と学園監事、監査法人との連携も強化されている。内部監査は業務監査、財務監査、

システム監査からなり、理事長の承認を得た監査計画書に基づき定期監査を実施している（根拠資料 10-

19）。さらに、理事長の指示により、必要に応じて臨時監査も行うことにしている。監査実施の後に、監

査報告書を作成し、理事長へ報告する。理事長は、改善の処置が必要と判断した時は、部局長に対し業務

改善を指示する。 

以上の様々な点検・評価プロセスにより明らかとなった問題や課題は、大学および法人の双方において

改善・向上を図っている。そのアクションの具体については、本学にあっては大学運営会議をはじめとす

る各種会議体や教授会において、また法人にあっては理事会や評議員会において、時々の議事や報告事項

として上程しており、公開可能な重要事項については「事業報告書」において公表している。 

 

【改善の方策】 

 2021 年度から毎年度実施される自己点検・評価において、大学運営の向上に向けた適切な取り組みが

行われているか見極めることとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

（２）財務 

点検・評価項目① 

教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・中・長期の財政計画は、どのような内容か。 

・上記の計画は、具体的かつ実現可能なものとなっているか。 

・財務関係比率に関する指標又は目標は、どのように設定されているか。 

大学執行部 
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＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

本学ならびに本学園の財務は、基本的には単年度会計の域を出ておらず、その中・長期的計画の明確な

策定には至っていない。教育研究活動を安定的に遂行するため、例えば校舎建設や減価償却引当特定資産

といった多額かつ長期的な予算計画措置が必要となる費目については「第 2 号基本金」に係る計画を有し

ているが、その他の教育研究活動予算についてはその中・長期的計画性に基づくアクションプランをもっ

て検討されている。 

ただし、中・長期的な「計画」の域には及ばないものの、日本私立学校振興・共済事業団が提案してい

る「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）」の正常状態（A3）を保持することを目

標としており、本学園ではその目標を達成している。 

 

【改善の方策】 

 中・長期的財政計画を策定する検討をすることとする。 

 

基準 10 大学運営・財務 

点検・評価項目② 

教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立しているか。 

＜評価者の観点＞ 

・教育研究水準を維持し、向上させていくための安定的な財務基盤は、確保されている

か。 

・授業料収入への過度の依存を避けるため、学外から資金を受け入れるための体制はど

のように整備されているか。また、それによってどの程度の財源が確保されているか 
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＜大学執行部＞ 

【現状説明】 

上述したように、本学園では「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）」の正常状態

（A3）を維持していることから、教育研究水準を維持し、向上させていくための財務基盤は、確保されて

いると判断できる。 

 

 

【改善の方策】 

現時点では、A3 ランクを維持しているものの、安定的な財務基盤とするためには、外部資金の獲得お

よび寄附金を集める努力をする。 

 

 

 

 


